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午前１０時００分開会 
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 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

 日程第 ５ 議案第 １号 氷川町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て 
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る条例について 
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て 

 日程第１４ 議案第 ９号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 
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（第２号）について 

日程第１６ 議案第１１号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第４
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、平成２６年第１回氷川町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、５番、江嵜

議員、６番、三浦議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月１９日までの１３日間としたい

と思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１９日

までの１３日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。 

この２件は、資料を配付します。 

次に、例月出納現金検査、定期監査並びに備品監査が実施され、その結果報告書

が提出されていますので報告します。 

次に、平成２５年第２回八代広域行政事務組合議会定例会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。 

なお、この報告書及び会議録は議会事務局に保管してありますので、ご自由に閲

覧願います。 

次に、平成２５年１２月２５日及び平成２６年１月３０日に、熊本県町村議会議

長会理事会が熊本市で開催され、議長が出席しましたので報告します。 

次に、平成２６年２月１８日に熊本県町村議会議長会第６４回定期総会が開催さ
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れ、議長が出席しました。 

なお、この定期総会におきまして、全国町村議会議長会表彰状伝達並びに熊本県

町村議会議長会表彰が行われました。 

全国町村議会議長会表彰では、笠原良一議員が、議会の運営及び地域の振興発展

に特に顕著な功績があったと認められ、表彰の栄に浴されました。 

また、熊本県町村議会議長会表彰では、不肖、私が町村議会正副議長として７年

以上在籍したことにより表彰されましたので報告します。 

ここで、表彰状の伝達を行います。 

まず、全国町村議会議長会表彰状の伝達を行います。 

笠原議員、演壇の前へお進みください。 

表彰状。熊本県町村議会議長会会長。笠原良一殿。あなたは、町村議会議員とし

て、議会の運営及び地域の振興・発展に貢献された功績は、特に顕著であります。

よって、ここにこれを表彰します。平成２６年２月６日。全国町村議会議長会会

長、蓬清二。 

次に、熊本県町村議会議長表彰状の伝達を行います。私が受賞者となりますの

で、上田副議長より伝達してもらいます。 

○副議長（上田健一君） 表彰状。八代郡氷川町議会議長、永田義昭殿。貴殿は、過年

より町村議会の正副議長として地方自治の振興に貢献せられ、その功績は顕著であ

ります。よって、ここにこれを表彰いたします。平成２６年２月１８日。熊本県町

村議会議長会会長、松尾純久。おめでとうございます。 

○議長（永田義昭君） これで、表彰状の伝達を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から、行政報告の申し出がありました。これを許します。町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆様、おはようございます。厳しかった寒さが和らぎまして、

梅の花が満開を迎えております。その名もゆかしく弥生の春となりましたけれど

も、皆様方には日々ご活躍のこととお喜びを申し上げます。 

本日は、平成２６年第１回氷川町議会定例会を招集いたしましたところ、皆様方

には大変お忙しい中にお繰り合わせご出席を頂まして、誠にありがとうございま

す。また、議員各位には日頃より町政運営にあたりまして格段のご理解とご協力を

賜わり、心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。また、ただいま笠原前議

長、永田議長、それぞれ表彰の栄に浴されました。大変おめでとうございます。こ

れまでのそれぞれの実績を評価されての表彰であろうというふうに思っておりまし
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て、心よりお喜びを申し上げたいというふうに思います。 

さて、本年度もいよいよ押し詰まりまして、年度末を迎えているところでありま

すが、氷川町を振り返ってみますと、台風及び豪雨等によります大規模な自然災害

の発生もなく、比較的穏やかな年度であったというふうに感じております。併せま

して、大野窟古墳の国指定史跡認定、皇室行事であります新嘗祭に米と粟を奉献し

ます献穀事業に熊本県代表として取り組み、無事その大役を果たし終えたことは、

氷川町にとりましても大変名誉なことでありまして、より良い年度であったという

ふうに感じております。 

一方、国内の情勢に目を転じますと、山口・島根地方や伊豆大島の豪雨災害をは

じめ、全国的な猛暑、関東地方を襲った竜巻や豪雪による未曽有の自然災害が発生

をし、尊い命と財産が奪われ、農作物の被害も甚大であります。被災をされました

皆様方に、改めてお悔やみとお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧・

復興を願っているところであります。 

反面、伊勢神宮の式年遷宮、出雲大社の６０年ぶりの遷宮など、歴史的行事をは

じめ、富士山の世界文化遺産登録、和食のユネスコ無形文化遺産認定、２０２０年

冬季オリンピック・パラリンピックの決定など、希望の持てるうれしい出来事も多

数ございました。また、先月、ロシアのソチで開催をされました第２２回冬季オリ

ンピックでは、日本人選手の活躍があり、明日から始まる第１１回冬季パラリンピ

ックでも世界中の人々に希望と感動を与えていただけるものというふうに信じてい

ます。 

さて、昨今の政治経済情勢は、昨年の７月の参議院議員選挙で政権与党が圧勝を

し、衆参両院のねじれが解消され、アベノミクスと称される積極的な経済政策に拍

車がかかるとともに、消費税増税、ＴＰＰ参加交渉の進展をはじめ、さまざまな分

野で新たな政策が矢継ぎ早に打ち出されおります。これまでの路線から大きく舵を

切られようとしておりまして、行政運営の岐路に立たされているというふうに感じ

ております。私たちは、この現実を直視し、時代の流れを的確に捉え、その流れを

見誤ることなく堅実な行政運営が求められているところであります。 

さて、平成２５年度につきましては、氷川町発展に向けた飛躍の年と位置づけ、

５つのまちづくり戦略を掲げ、議会の協力をいただき、町民の皆様方と協働しなが

ら、活力のあるまちづくりに向けて取り組んでまいりました。その結果について、

ご報告をいたします。 

まず、１点目として、活力のある産業の振興でございます。農業振興の分野で

は、各種生産組織及び町内１４の営農組織を中核とした組織型農業を推進してまい

りましたが、ＴＰＰへの参加に向けた動きがある中、その必要性が増しているとい
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うふうに感じております。 

新規事業として実施をいたしましたい業機械再生支援事業では５４件の農家が取

り組まれ、ハーベスターの修繕や織機のオーバーホール等により、品質の向上と生

産機械の長寿命化が図られているというふうに思っております。 

同じく新規事業として、農地集積加速化事業に取り組みました。モデル地区とし

て、野津地区で営農改善組合設立に向けた合意形成が図られたところであります。 

２年目となります新規就農総合支援事業には、本年度新たに６戸の農家が取り組

まれ、延べ１３戸の農家の皆様へ青年就農給付金が交付され、後継者育成の支援を

行っております。 

くまもと稼げる園芸産地育成対策事業では、イチゴハウスの電照及び暖房施設、

梨園の強化棚の整備等に取り組みました。 

鳥獣被害防止総合対策事業では、捕獲隊を編成し、有害鳥獣の駆除や電気柵等の

設置を推進したところであります。 

保育所等畳表需要拡大事業により、町内の保育所等の畳替え助成に取り組んでお

りますけれども、本年度は残念ながら活用がございませんでした。次年度以降の活

用に向け、さらにその普及を図ってまいりたいというふうに思っております。 

氷川町農業元気づくり支援事業におきましては、葉タバコ病害虫予防対策をはじ

め、イチゴ減農薬対策、吉野梨連作障害対策、露地野菜根こぶ病対策等々、７つの

事業の支援を行ったところであります。 

４年目を迎えました戸別所得補償制度におきましては、６５１戸の農家が取り組

まれました。交付金額といたしまして５億３１０万円の実績があったところであり

ます。また、本年度も生産調整面積の再配分を行いまして、６２ヘクタールの稲作

の作付けの確保を行ったところであります。 

安全・安心な農作物の供給体制と経営体の育成・確保の構築を図るため、継続事

業といたしまして、経営体育成支援事業に取り組みました。本年度は３３件、総事

業費１億４,３００万円の事業を実施し、ハウス施設等の農業用施設の整備並びに

トラクター等の農業用機械設備の更新・拡充が図られたところであります。 

畳需要拡大推進事業及び農業後継者花嫁対策事業につきましても、氷川町農業振

興協議会が主体となり実施をいたしました。畳表の張替補助も順調に活用があり、

花嫁対策事業につきましては、本年度２回の異業種交流を行ったところであり、一

部交際が始まっているという情報も入っております。 

氷川町竜北物産館の経営につきましても順調であります。アンテナショップであ

ります氷川のしずくの赤字も減少傾向にあります。 

水産資源回復基盤整備交付金事業におきましては、アサリ・ハマグリ稚貝の放流
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及び漁場の耕うん並びにナルトビエイの駆除を行ったところであります。 

農業基盤整備事業におきましては、幹線排水路護岸整備工事によります基礎洗掘

防止対策を講じ、鹿島並びに西野津地区排水路改修事業、農地の区画拡大事業２.

９ヘクタール、暗渠排水事業２４１.６ヘクタール、客土事業２８.６ヘクタールを

氷川町土地改良区と連携をして実施をいたしました。 

農業水利施設保全合理化事業におきましては、農業用水の安定供給を図るため、

氷川頭首工に流量計を設置し、栫地区小越ため池の漏水防止と操作の利便性を向上

するために、取水口の改修工事を行ったところであります。町単独事業によりまし

て、網道地区幹線排水路の浚渫工事を実施いたしました。 

竜北地区の地籍調査事業につきましても、年次計画で順調に進捗をいたしており

ます。現在、竜北地区の９２％の調査が完了いたしております。氷川町全体では、

９５.４％の進捗率ということであります。 

商工業振興対策におきましては、２年目となります住宅リフォーム促進事業につ

きまして、大変好評でございます。本年２月末現在で、件数で１０６件、補助金額

１,７０５万円、実工事費で１億３,６４４万円の実績となっております。町内の中

小建設業及び商工業の皆様方の支援と振興につながったものと感じております。 

町内の購買力を高めるためのプレミア付き商品券の発行も継続事業として取り組

みました。町内の購買力の向上につながっているものというふうに思っておりま

す。 

販売戦略商工会補助事業といたしまして、ネット販売販路拡大事業、地域資源活

用等特産品開発販路拡大事業を商工会へ委託をし、実施をいたしました。 

２年目となります経営革新等推進特別事業には、３つの企業が取り組まれており

ます。経営革新セミナーや個別指導によりまして、経営革新への動機づけと新たな

事業展開に向けた計画策定への支援を行ったところでございます。 

立神峡公園、まちつくり酒屋、竜北公園等につきましては、氷川ツーリズムの事

業の資源として活用を図っております。 

氷川まつり並びに梨マラソン大会、いずれも過去最高の参加者を得て、盛会に開

催をすることができました。 

地域事業として取り組みました「氷川町フットパスづくり事業」でございます

が、宮原まちなか、竜北古墳及び氷川の３つのコースを設定いたしました。今後

は、その設定したコースの活用を図るべく、立神峡管理組合皆様方の、その取り組

みに期待を寄せているところであります。また、ヘラブナ釣り大会等各種イベント

事業も盛会に開催をし、地域経済の活性化に役立ったものというふうに感じており

ます。 
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２点目といたしまして、安心して暮らせる福祉のまちづくりであります。疾病の

早期発見・早期治療を促進し、町民の皆様方の健康増進と医療費の抑制を図るた

め、４０歳、５０歳及び６０歳を対象にした人間ドック助成受診費用の助成を行っ

たところであります。また、４０歳から６０歳の５歳刻みの皆様方を対象に、大腸

がん及び乳がん検診、また２０歳から４０歳までの５歳刻みの女性を対象とした子

宮頸がん検診の無料クーポン券を発行いたしました。それぞれの検診につきまし

て、それぞれ受診のほうも上向いておりまして、それぞれのいわゆる検診の推進、

予防検診に役立ったものというふうに思っております。 

少子化及び定住促進対策といたしまして、中学校３年生までの医療費の無料化を

行っております。特に、医療費の無料化につきましては、窓口で現物給付というふ

うに、その給付の方法を変えまして、漏れなく医療費の無料化の、その助成を行っ

ているところでありまして、それぞれ対象となります家庭におきましては、大いに

その支援につながっているものというふうに考えております。 

地域子育て創生事業におきましては、継続をいたしまして、産前産後ホームヘル

プ事業を実施いたしました。母親の精神的・肉体的な負担を軽減することができた

というふうに思っております。 

高齢者対策といたしまして、新規事業として総合事業訪問リハビリテーション事

業に取り組みました。これは、いわゆる要介護認定において要支援とならないボー

ダーラインの層にあります皆様方への訪問によるリハビリテーションを実施したと

ころでありまして、いわゆる介護認定にならない皆様方、そのボーダーラインにい

らっしゃいます方々の、その支援には大いに役立っているものというふうに思って

おります。 

いきいきサロン事業につきましては、町内全地区での実施を目指して普及推進を

図っております。本年度、新たに２地区で取り組みが始まりまして、現在２７地区

で実施をされております。 

食の自立支援事業におきましては、調理が困難な一人暮らし高齢者世帯への昼

食、夕食について、年間延べ３万２,０００食の配食サービスの提供を行い、日常

生活の支援に役立っているものと思っております。 

役場本庁舎、文化センター、健康センターの障害者用駐車場に屋根付きのカーポ

ートを本年度設置いたしました。雨天時における利用に大いに役立っているものと

いうふうに感じております。 

高齢者住宅改造助成事業につきましては、本年７件の利用があったところであり

ます。 

災害時要支援体制につきましては、民生児童委員の皆様方の協力を得て、要援護
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者の状況把握及び台帳整備を行っております。関係者及び関係機関において情報を

共有することによりまして、有事に備えているところであります。 

なお、少子高齢化は年々進行すると思われます。町社会福祉協議会との連携を図

り、地域を地域で支える福祉の環境づくりを推進していかなければならないという

ふうに思っております。 

３点目といたしまして、人を育む教育の振興であります。児童生徒の安全な教育

施設の整備を図るために、校舎等の耐震補強改修工事を計画的に実施をいたしてお

ります。本年度は、氷川中学校校舎並びに竜北中学校体育館の耐震補強・大規模改

造工事を行いました。それぞれ計画どおりに工事が完了をし、暫時新しい教室と体

育館で既に授業が行われております。 

夏場の酷暑対策といたしまして、小中学校の全教室に配備をいたしましたスタン

ド式扇風機の利用が２年目を迎えましたけれども、昨年のような猛暑にあっては、

集中力の持続や熱中症の予防等学習面及び健康面においても相当の効果が上がって

おります。学習環境の改善に役立っているものというふうに感じております。 

要支援児童生徒教育支援事業及び学校支援地域本部事業にも取り組んでおりま

す。教育現場への直接的な支援によりまして、就学環境の充実につながっているも

のというふうに思っております。 

学校給食共同調理場のトイレ、シンクの改修を行いました。一部、衛生面での向

上を図るとともに、氷川中学校及び宮原小学校の調理場の備品につきましても、一

部更新を行い、調理環境の整備を図っているところであります。 

八火図書館並びに宮原振興局の整備につきましては、皆様ご承知のとおり、新館

の改修工事、それから本館の解体工事が計画どおり完了をいたしました。 

冒頭申し上げましたとおり、大野窟古墳につきましては、昨年１月に国指定申請

書を提出しておりましたけれども、昨年の１０月１７日付けで認可を受けたところ

であります。 

総合型地域スポーツクラブ「ひかわスポーツクラブ」も３年目を迎えておりま

す。本年度新たに３種目を追加し、１３の種目で活動が図られております。社会体

育及び文化活動の振興に大きく寄与をしているというふうに思っております。 

４点目といたしまして、安全で快適な生活環境のまちづくりであります。生ごみ

の減量及び堆肥化による有効促進を図るため、電気式生ごみ処理機の購入助成を実

施しております。残念ながら、本年度は１台の購入にとどまっておりまして、当初

予定いたしておりました普及台数には及びませんでしたので、今後もぜひその普及

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

２年目を迎えました住宅用新エネルギー等導入促進事業につきましては、太陽光
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発電施設３件、太陽熱利用施設４件、計７件の利用があっております。 

防災対策といたしまして、県の地震・津波被害想定に基づき「氷川町地域防災計

画」の見直しを行いました。また、学校給食共同調理場北側にありました体育倉庫

を解体し、防災倉庫を新しく設置をいたしました。また、宮原振興局の新館におき

ましても、防災倉庫を同様に整備をしたところであります。併せまして、必要な食

料及び飲料水の備蓄も今年度から３年間計画でスタートをいたしておりまして、本

年度必要なものを既に確保しているところであります。 

また、生活安全推進室の機能を生かし、雇用相談、また多重債務相談等の拡充を

はじめ、各地区自主防災組織の活動、また氷川地区少年警察ボランティア協議会、

消防団、ＰＴＡ、老人クラブや民生児童委員の皆様方の協力によりまして、防災ボ

ランティア活動が積極的に進められております。地域の防犯体制の充実が図られて

いるというふうに思っておりまして、大変ありがたく思っているところでありま

す。 

町内の住宅建築物の安全性の確保と耐震性の向上を図るため、住宅建築物耐震改

修促進計画に基づきまして、戸別住宅の耐震診断事業、アスベスト調査分析事業に

も取り組みました。しかしながら、活用がなかったところであります。このことに

つきましても、今後さらにその普及を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

下水道事業につきましても、普及率が９０.９％まで達成することができており

ます。暫時、その計画に基づきまして事業を進めてまいっております。集落内の道

路・排水路整備につきましても、区長様方のご協力をいただきながら、地区要望と

氷川町道路整備基本計画との整合性を図りながら整備をしているところでありま

す。 

また、広域アクセスのための幹線道路の整備、生活幹線道路ネットワークを確立

し、町民生活における交通環境の改善及び産業の振興、救急医療や弱者支援に寄与

する道路について、社会資本整備総合交付金事業を活用いたしまして、整備を図っ

たところであります。 

宇城氷川スマートインターチェンジ事業につきましては、来る３月２９日に開通

をいたします。利用時間につきましては、当初１６時間利用ということで計画をさ

れておりました。それではなかなか利用が効果がないということで、宇城市と、そ

れから氷川町一緒になりまして、ネクスコ西日本のほうに積極的に要望いたし、２

４時間利用するということで決定をいたしました。２４時間利用が可能になったと

ころであります。残念ながら、本町のアクセス道路の整備が遅れておりまして、国

道３号側からの利用につきましては、１年遅れるということになります。大変残念
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に思っております。なお、インターに附属してバス停が設置をされますけれども、

バス停の名称につきましては「氷川高塚」で決定をしたところであります。 

５点目に、住民自治を支える行政運営の推進であります。一行政区一区長制につ

きましても年数が経ちまして、軌道に乗っているものというふうに思っておりま

す。昨年、見直しを行いました氷川町総合振興計画、また地区別計画に基づきまし

て、区長様を中心に、地区住民の皆様方のご理解とご協力によりまして、円滑に地

区運営がなされているところでございます。 

住民との協働によるまちづくりを進めるため、町政懇談会を１３カ所で実施をい

たしました。参加者につきましては、あまり多い参加数とは言えませんでしたけれ

ども、それぞれ地区の課題等々につきましてですね、直接ご意見を聞けたというこ

とはですね、大変意義があったものというふうに感じております。 

行政情報の提供にも努めております。町長交際費の公開、町広報誌や町ホームペ

ージにより、町の例規、あるいは身近な情報を発信いたしております。本年１月２

９日付けで熊日の朝刊でございましたが、熊本県内の情報公開度ランキングが載っ

ておりました。氷川町は、県内自治体中２０位というところであります。４５自治

体ございますので、ちょうど半分より少し上かなということでございますが、今後

も情報公開につきましては、積極的に進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。どうぞ議会、また教育委員会におきましても、その情報の公開にですね、ぜひ

進めていただければなというふうに願っております。 

入札制度の改革につきましても取り組んだところであります。条件付き一般競争

入札制度の導入を図り、その改善を図っているところであります。また、行政改革

プランの完全実施を目標として、改革の取り組みを進めております。まだまだ改革

が足らない部分もございます。今後もそのプランに沿いました行政改革というもの

をですね、これからも進めてまいりたいというふうに思います。 

大空町との友好事業につきましても、順調にその友好の輪が深まっているところ

であります。本年度は、本町の青年農業者と大空町の青年農業者の相互の交流とい

うものをテーマといたしまして、交流を進めております。来る３月２２・２３日の

氷川まつりには、また大空町のほうから７名の使節団が見えられるというふうに聞

いております。町民こぞって歓迎をしたいというふうに思っております。これから

もさらにその友好の輪と絆を深めてまいりたいと考えております。 

以上、５つのまちづくり戦略を掲げ、最善を尽くしてまいりました。議員各位並

びに町民の皆様方をはじめ、関係組織、機関のご協力のもと、全職員が一丸となっ

て職務に精励したことによりまして、相応の効果を得ることができた行政運営であ

ったというふうに感じております。 
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以上、平成２５年度を振り返りましての行政報告といたします。 

○議長（永田義昭君） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ５ 議案第 １号 氷川町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て 

 日程第 ６ 議案第 ２号 氷川町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第 ７ 議案第 ３号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 

 日程第 ８ 議案第２１号 氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第 ９ 議案第 ４号 氷川町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第１０ 議案第 ５号 氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第１１ 議案第 ６号 八代市と氷川町との間の八代市立養護学校に就学する学

齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約の一

部変更について 

 日程第１２ 議案第 ７号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 

 日程第１３ 議案第 ８号 平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第４号）につい

て 

 日程第１４ 議案第 ９号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１５ 議案第１０号 平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について 

日程第１６ 議案第１１号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第４

号）について 

日程第１７ 議案第１２号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１８ 議案第１３号 平成２６年度氷川町一般会計予算について 

 日程第１９ 議案第１４号 平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２０ 議案第１５号 平成２６年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 
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日程第２１ 議案第１６号 平成２６年度氷川町介護保険特別会計予算について 

日程第２２ 議案第１７号 平成２６年度氷川町下水道事業特別会計予算について 

日程第２３ 議案第１８号 平成２６年度氷川町宅地開発事業特別会計予算について 

日程第２４ 議案第１９号 国土利用計画（氷川町計画）の策定について 

日程第２５ 議案第２０号 財産の処分について 

○議長（永田義昭君） 日程第５、議案第１号、氷川町職員の高齢者部分休業に関する

条例の制定についてから、日程第２５、議案第２０号、財産の処分についてまでを

一括議題とします。 

町長の施政方針並びに提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（藤本一臣君） それでは、平成２６年度に向けました施政方針並びに、今回提

案をいたしております議案の提案理由につきましてご説明させていただきます。 

日本の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦

略の三本の矢の効果もありまして、実質ＧＤＰが四半期連続でプラス成長となるな

ど、着実に上向いているというふうに思っております。しかし、景気の回復の実感

は、地域経済にはまだまだ十分浸透しておりません。デフレ脱却は道半ばであり、

先行き不透明な状況が依然として続いているというふうに認識をいたしておりま

す。また、国の財政状況は少子高齢化等の要因によりまして悪化が続く中、リーマ

ンショック後の経済危機への対応や東日本大震災への対応等が重なって著しく悪化

が進み、極めて厳しい状況にあるというふうに思っております。 

このような中、経済財政運営に当たりましては、経済成長につながる施策を果断

なく実行していくとともに、未来に向けて持続可能な制度を構築し、デフレ脱却、

経済再生と財政健全化の好循環を達成していくというふうに国のほうでは目標を掲

げ、推進をされております。 

地方財源につきましては、平成２５年度地方財政計画の水準を下回らないよう

に、実質的な同水準を確保するというふうに述べられておりますけれども、歳出特

別枠や地方交付税の別枠加算を見直すなどの改革が進められております。頑張る地

方を息長く支援するため、地方交付税において地域経済の活性化に資する算定を導

入するというふうにされておりますけれども、その内容につきましてまだ全容が明

確でないというところであります。 

一方、熊本県もまた平成２６年度当初予算の大まかな収支見通しでは、相当の財

源不足が見込まれております。国の地方財政対策に大きく左右される状況にござい

まして、国の予算編成及び地方財政対策の動向等によりましては、厳しい財政運営

を強いられる状況にあるというふうに感じております。 

このような国・県の政策、あるいは財政状況を踏まえまして、平成２６年度氷川
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町一般会計予算につきましては、大幅な将来の歳入減を見据えた厳しく堅実な財政

運営に向けて、職員自ら創意工夫を図り、事務事業の徹底的な見直しや事業間の優

先順位を厳しく選択を行う一方、将来に向けた町政発展の礎を築くために、重要と

考えられる事業につきましては、国・県の交付金等の活用を図りながら必要な財源

を確保し、メリハリのある予算編成に心がけ、対前年度比３.６％増の総額６２億

７,２５４万６,０００円としたところであります。 

歳入といたしましては、県支出金、町税が若干増加をすると見込みました。不透

明な地方交付税は横ばい、地方譲与税及び国庫支出金は減少するというふうに見込

んだところであります。財源確保のために財政調整基金からの繰り入れを行うこと

といたしております。また、町債につきましては、必要最小限度にとどめたところ

であります。 

歳出では、民生費、農林水産業費、商工費、消防費、教育費を増額予算といたし

ました。それ以外は横ばい及び減額としたところであります。 

氷川町が誕生いたしまして９年目を迎えております。合併の真価が問われる大切

な時期を迎えているところであります。平成２６年度は、ふるさとの未来を開く出

発の年と位置づけ、当面する課題を解決するとともに、将来の氷川町を展望した新

たな視点を持ち、氷川町総合振興計画の基本理念に基づいた、次の５つのまちづく

り戦略を掲げ、議会の協力をいただき、町民の皆様方と協働しながら、安心して暮

らせ、幸せを実感できる氷川町の実現に向けた町政の展開を行ってまいる所存でご

ざいますので、一層のご協力をお願い申し上げます。 

まず、１点目といたしましては、活力ある産業の振興を図ってまいらなければな

らないというふうに思っております。安定した生活基盤を確保するためには、基幹

産業であります農業、商工業に活力がなくてはなりません。農業振興策といたしま

して、ＴＰＰ参加交渉等の動向を注視し、また県南フードバレー構想との連携を図

りつつ、足腰の強い農業経営を図るため、これまで同様に各種生産組織及び町内の

１４の営農組織を中核とした組織型農業を積極的に推進をしてまいります。共同経

営を視野に入れた集落営農組織の育成を推進すべきというふうに思っております。

農地集積加速化事業につきましては、昨年から取り組みました。昨年が野津地区、

本年度は吉野地区をモデル指定いたしまして、農地の集積を推進してまいりたいと

いうふうに思っております。２年目となりますい業機械再生支援事業につきまして

は、昨年度の実績、それから生産部会の要望を踏まえまして、一部機械の補助上限

額の拡大を行い、い業関連機械の維持管理を支援したいというふうに思っておりま

す。具体的に申しますと、昨年は織機の上限額は２０万でございましたが、本年度

ハーベスター、それから乾燥機等につきまして、その上限額の増額を図ったところ
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であります。昨年取り組みがなかった保育所畳表需要拡大事業につきましては、ぜ

ひ畳のその効能というものをですね、認知をいただきまして、各町内の保育所への

普及を図りたいというふうに考えております。新規就農総合支援事業、くまもと稼

げる園芸産地育成対策事業及び鳥獣被害防止総合対策事業につきましても、国・県

の事業を積極的に活用し、新規就農者の支援、園芸作物農家の施設整備の支援及び

鳥獣被害の防止を図ってまいります。氷川町農業元気づくり支援事業につきまして

は、新たにトマトの遮光資材導入対策、あるいは酪農業の性判別精液活用推進事

業、これまでと継続いたしまして葉たばこの病害虫予防、それから露地野菜の病害

虫対策等々、７つの事業を展開したいというふうに思っております。また、継続事

業といたしまして、経営所得安定対策事業、経営体育成支援事業、氷川町販売戦略

基本計画に基づきます農産物販売戦略強化対策、いぐさ・畳表生産体制強化緊急対

策事業、日本産ブランド輸出促進事業をはじめ、農地の利活用の調整、利活用状況

調査等の農業委員会の機能充実を支援する農地制度実施円滑化事業にも継続をして

取り組んでまいりたいというふうに思っております。農業経営等の安定化と農家の

負担の軽減を目的といたしました農業収入安定化事業につきましては、共済掛金の

助成率を４５％助成、これを据え置いて実施をしたいというふうに思います。アン

テナショップであります氷川のしずくにつきましては、今後ともコストの削減と売

上げの増を目指して取り組んでまいります。氷川町のＰＲ活動を積極的に推進を

し、所期の目的達成に向けて努力をしてまいります。水産資源回復基盤整備交付金

事業、これも継続して実施をしたいと思っております。アサリ・ハマグリの稚貝の

放流、漁場の耕うん及びナルトビエイの駆除につきまして、漁業組合と共同して実

施をしてまいります。農業基盤整備事業につきましても、継続事業として取り組み

ます。本年度は西野津地区の排水路改修、残り分の工事であります。また、島地地

区の排水路の整備に伴います測量設計業務、栫地区のため池改修工事、農道早尾腹

巻田線の道路改修工事、農道有佐４号線の舗装工事並びに氷川大堰の改修事業を実

施いたします。長年の懸案事項であります竜北地区の排水対策につきましては、事

業計画の策定と受益農家の合意形成を図りたいというふうに考えております。地籍

調査事業につきましても、年度計画に基づき、本年度は大野地区の一筆調査を行う

予定でございます。商工業振興策といたしまして、新規の事業といたしまして、ま

ちなかづくり推進事業に取り組みたいと思っております。既存のさくらカード会か

ら氷川カード会への移行に伴いますポイントカード機器の新規導入等の支援を行う

予定であります。継続事業の住宅リフォーム促進事業につきましては、空き家の解

体を補助の対象としたいというふうに考えておりまして、その補助枠を拡大するこ

とによりまして、中小建設業の支援、また空き家対策として地域環境の改善ととも
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に、町内商工業の振興を図ってまいりたいというふうに思っております。ネット通

販販路拡大事業、地域資源活用等特産品販路拡大事業、販売戦略商工会補助金とし

て位置づけております。経営革新推進特別事業にも取り組みを、ぜひその企業数、

取り組み企業数を倍増できるような予算措置を行ったところであります。積極的

に、その取り組みを図っていただきたいというふうに思っております。町単独で行

っておりますプレミア付き商品券の発行につきましても、継続して実施をいたしま

す。町内における購買力の向上を目指すわけでございます。企業誘致につきまして

は、現在、県企業立地課と連携を図りながら、その実現に向け活動を行っておりま

す。スマートインターチェンジ開業に伴いまして、是非、企業の進出を図っていた

だけるように、積極的にまた取り組んでまいりたいというふうに思っております。

立神峡公園、まちつくり酒屋、竜北公園につきましては、これまで同様に氷川ツー

リズム事業の一つの資源として位置づけております。その積極的な活用を図るべ

く、さまざまな事業の展開を図らなければならないというふうに思っております

し、フットパス事業につきましては、昨年度からコースができたわけでございます

ので、本年度からその活用を積極的に行ってまいらなければならないというふうに

思っております。氷川まつり、梨マラソン大会、ヘラブナ釣り大会、ウォーキング

大会など、各種イベントにつきましても、これまで以上に参加者を増やすような工

夫をし、地域経済の活性化につなげてまいりたいというふうに思っております。 

２点目は、安心して暮らせる福祉のまちづくりであります。これまで続けており

ますそれぞれの検診事業につきましては、これまで以上にその補助枠の件数を増や

し、多くの皆様方に検診を受けていただけるような環境を整えたいというふうに思

っております。特定検診事業につきましては、なかなか受診率が伸びておりませ

ん。本年度は、その受診率を少しでも伸ばしたいという思いと、やはり自分の体の

状況は、是非、検診を受けて確認をしていただきたいという思いから、本年度、過

去５年間未受診者の方につきましては、無料クーポン券を配布し、受診率の向上と

健康管理の自己啓発を図ってまいりたいというふうに思っております。少子化及び

定住促進対策として実施しております医療費の無料化、これまで同様に中学校３年

生までの無料化、またそれぞれのインフルエンザ等々予防接種につきましても、そ

の助成を継続して実施をしてまいりたいというふうに思います。産前産後ホームヘ

ルプ事業につきましても同様に継続をいたします。併せまして、子ども・子育て支

援計画策定に向けたニーズ調査を昨年実施をいたしました。今年度もその調査を踏

まえて、新たな子ども・子育ての計画策定に向けて、その取り組みを進めてまいり

ます。高齢者及び障害者対策といたしましては、引き続き、いきいきサロン事業、

食の自立支援事業、高齢者及び障害者住宅改造事業、あるいは障害者自動車運転免
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許取得及び車輌改造事業、難聴児の補聴器購入事業等々につきましても、積極的に

その普及の推進に図ってまいりたいというふうに思っております。特に、いきいき

サロン事業につきましては、全地区開催を目標に、３年間普及を進めてまいりまし

たが、いまだ２７地区での取り組みにとどまっております。残りの地区での取り組

みを是非行っていただけますように、これからも積極的に区長様はじめ、民生児童

委員の皆様方への協力をいただきながら、その普及を図りたいというふうに考えて

おります。また、氷川町国民健康保険財政健全化計画につきましても、平成２５年

度で見直しを行いました。先般、協議会にお諮りをし、その内容の確認をいただい

たところであります。その健全化計画に基づきまして、国民健康保険事業の円滑な

運営に努めてまいりたいというふうに考えております。氷川町社会福祉協議会の地

域福祉計画及び組織改革計画につきましても、見直し作業が完了をいたしました。

向こう、これから将来に向けての社会福祉協議会のあり方につきまして、その指針

が整ったところであります。その計画に基づきまして、今後社会福祉協議会の事

業、どういった展開をしていくのかということにつきまして、これから皆様方とと

もに、また考えてまいりたいというふうに思っております。医療費の抑制と疾病予

防のための住民健診の受診率の向上、これは言うまでもございません。是非、その

受診をしていただきまして、それぞれの自己管理、健康管理に努めていただきたい

と思いますし、その支援を行政として行っていきたいというふうに思っておりま

す。 

３点目は、人を育む教育の振興でございます。今、計画的に進めております校舎

の耐震補強改修工事、２６年度は竜北中学校の校舎及び竜北西部小学校の低学年棟

の耐震補強・大規模改造工事を施工いたします。既に国の予算も今回の補正予算で

確保できました。２５年度の補正予算で後ほど計上いたしますけれども、その計上

いたしたものをそっくり次年度に繰り越しまして、年度当初から工事ができるよう

に準備を進めているところでございます。また、平成２７年度に施工を予定してお

ります氷川中学校のプールの改築工事に伴います実施設計を２６年度で策定をした

いと考えております。全小中学校における要支援児童生徒への教育支援を行います

要支援児童生徒教育支援事業及び地域ぐるみでの学校運営を支援します学校支援地

域本部事業にも継続して取り組んでまいります。特に、要支援児童生徒支援員につ

きましては、２名増員をいたしまして１０名体制で当たってまいりたいというふう

に思っております。学校給食における地元の食材の活用を図るための助成及び各学

校の図書購入費につきましては、これまでどおり継続をして上乗せ補助を行いたい

というふうに思っております。学校施設の補修と教材備品等の購入につきまして

は、学校現場の要望を一義的に尊重をいたしまして、これからも進めてまいりたい
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というふうに思っております。幼児期における質の高い保育・教育を支援するため

の「氷川町子ども・子育て会議」を設置いたします。氷川町子育て支援プランの策

定を行い、すべての子どもと子育て家庭が安心・安全、健康に暮らせる町を目指し

てまいりたいというふうに思っております。八火図書館並びに宮原振興局の複合施

設につきましては、２６年度で本体工事を行います。来年の４月供用開始を目指し

て工事を進めてまいりたいというふうに考えております。また、株式会社電通の創

始者であります光永星郎翁の生涯を描いた放送番組を制作したいというふうに思っ

ております。同氏を顕彰するとともに、新築をされます八火図書館内に八火コーナ

ーを創設し、映像で同氏の顕彰を図るとともに、地域の皆様方にもそういった偉人

がこの町に、輩出した町なんだという誇りを持っていただけるような環境を整えて

まいりたいというふうに思っております。生涯学習の拠点であります公民館の多目

的ホールの音響の改修、それからプロジェクターの機器を整備したいというふうに

思っております。これまで以上に、その施設の活用が図られるものというふうに期

待をいたしております。氷川町体育協会並びに総合型地域スポーツクラブ「ひかわ

スポーツクラブ」の組織の強化、それから会員の拡大を目指しまして、相互に連携

を図りながら、社会体育と文化の振興に向けた支援を行ってまいりたいというふう

に思っております。 

４点目は、安全で快適な生活環境のまちづくりを進めてまいります。地域環境へ

の負荷軽減によります自然と共生するまちづくりを目指しまして、太陽光発電施設

等の費用助成を行う「住宅用新エネルギー等導入促進事業」につきましては、先ほ

ど本年度の実績を申し上げましたけれども、更にその需要が高まるように普及を進

めてまいります。生ごみの減量化を目指しました電気式生ごみ処理機、２５年度１

台の導入にとどまっておりますので、是非、このことにつきましても、それぞれ各

世帯の皆様方のご理解を得て、普及に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。八代市が建設を予定しております新たな環境センターでの広域処理の問題につ

きましては、これまでも皆様方とともに色々ご協議をしてまいりました。現在、氷

川町、八代市、八代生活環境組合、三者による協議を進めているところでございま

すけども、なかなかこれまでその進捗が見えなかったのは事実でございます。昨

年、それぞれ八代市の首長も代わられております。新たな首長のもとで、また一か

らの積み上げという気持ちでですね、協議を更に進めてまいりたいと思っておりま

すし、八代市の環境センターは着々とその事業が進んでおりますので、将来の広域

的な処理というものを目指した協議を積極的に進めてまいりたいというふうに思い

ます。防災・防犯対策といたしましては、氷川町地域防災計画の見直しを暫時進め

てまいります。また、新たに整備をいたしました防災備蓄倉庫における災害対応資
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機材及び食料等の備蓄を計画的に進めてまいります。消防団及び自主防災組織を核

といたしました地域防災体制の充実、地域ぐるみで見守る防犯体制の確立、これま

でもそれぞれ皆様方のご協力を得て体制が整ってきておりますけれども、更にその

充実を図るべく、さまざまな取り組みを一緒になりまして考えてまいりたいという

ふうに思います。特に、消防団につきましては、団員の確保が今一番大きな課題で

ございまして、その団員の確保に努めてまいりたいというふうに思います。併せま

して、消防団員の活動につきまして、その活動の利便性を向上するために消防団員

全員に活動服（作業服）を支給し、活動環境の改善を図りたいというふうに思って

おります。下水道事業につきましても、計画に沿って促進をいたします。併せまし

て、宮原処理区の八代北部流域下水道への編入につきましても、本格的な協議を進

めてまいります。集落内の道路、河川、排水路につきましては、氷川町道路整備基

本計画、また地区からの要望等との整合性を図りながら、社会資本整備総合交付金

等の国・県の事業を積極的に活用しつつ、優先順位を付けて整備を行ってまいりた

いと思っております。町が管理をいたします既設の橋梁につきましては、橋梁の長

寿命化修繕計画に基づきまして、本年度から新設及び改良工事に着手をしてまいり

ます。町内の住宅建築物の安全性の確保、耐震性の向上を図るための住宅建築物耐

震改修促進計画に基づき、戸別の住宅の診断及びアスベスト分析事業、２５年度実

績が上がりませんでした。必要な部分があればですね、是非、活用いただけるよう

に今後も周知を徹底してまいりたいというふうに思っております。また、公営住宅

等の長寿命化計画に基づき、老朽化した町営住宅の整備に着手をしてまいります。

２６年度は桜ヶ丘団地のリフォーム改修というものを予算化したところでありま

す。定住促進施策の一環として、空き家・空き店舗及び遊休農地等の情報発信を行

い、町外はもとより県外からの移住者の受け入れを行う移住・定住促進事業にも新

規に取り組んでまいりたいというふうに思っております。町内にあります空き家・

空き店舗、あるいは遊休農地を積極的に活用を図ることによりまして、定住の促進

につなげてまいりたいということでございまして、窓口を一本化してつくりまし

て、その普及を図りたいというふうに考えております。宇城氷川スマートインター

チェンジ事業につきましては、先ほど申し上げましたとおり氷川町のアクセス道路

がまだ整備が遅れておりますので、全面供用開始に向け、早期に完成を目指して全

力を傾注して取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

５点目に、住民自治を支える行政運営の推進であります。行政運営には、必要

性、計画性、実行性、継続性、創造性が必要と考えております。第１次氷川町総合

振興計画の後期５年の計画、また地区別計画をそれぞれの計画を基本に行政運営を

進めてまいります。新規の事業といたしまして、町の行政の事務事業の評価を行い
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たいというふうに思っております。評価を行うことによりまして、効率的な行政運

営、あるいは適正な人事管理の構築を目指したいというふうに考えております。ま

た、平成２７年度に導入が予定されております社会保障・税番号制制度に対応する

業務及び関係例規の整備を今年度図ります。住民主役のまちづくりを進めていく上

では、町民の皆様との対話と協調が重要であります。本年度も町政懇談会を実施す

るとともに、情報を共有する必要があります。できる限りの情報提供に努めてまい

ります。堅実な行財政運営を行うためにも、行財政改革、これを止めるわけにはま

いりません。今後もプランに沿った行財政改革を進めてまいりたいというふうに思

っております。自主財源を確保することは、私ども行政運営にとって最も重要な業

務でございます。平成２５年度で導入をいたしました滞納整理支援システムを活用

し、滞納整理の推進と収納率の向上を目指してまいりたいというふうに思っており

ます。その具体的な取り組みにつきましては、担当課のほうで今後更にそのプラン

をつくってくれるものというふうに思っております。更に効率の良い機能的な行政

組織とするため、役場の機構の改革、職員の能力開発にも努力をしてまいりたいと

思っております。先ほど申し上げました行政評価が行われますと、そのような部分

がまず見えてくると思っておりますので、それをもとに組織の改編等もですね、視

野に入れて今後も作業を進めてまいりたいというふうに思っております。大空町と

の友好関係も大切にしてまいります。人事交流及び物産の相互交流を活発にし、更

に友好の絆を深めたいという思いでございます。 

以上、５つのまちづくり戦略を平成２６年度の町政運営の基本方針として、安心

して暮らせ幸せを実感できる氷川町の創造を目指しまして全身全霊を傾注し、危機

感と緊張感を持って取り組んでまいる所存でございます。どうぞ、議員各位にはよ

り一層のご理解とご協力をお願いを申し上げます。 

さて、本定例会に提案をいたしておりますのは、条例の制定及び一部改正その他

１０件、平成２５年度一般会計及び特別会計補正予算５件、平成２６年度一般会計

及び特別会計予算６件でございます。 

議案第１号は、氷川町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定でありまして、

地方公務員法の改正に伴い、必要な事項を定めるため、この条例を制定するもので

あります。 

議案第２号は、地方公務員法の改正に伴い、氷川町職員の修学部分休業に関する

条例の一部を改正するものであります。 

議案第３号は、身体障害者相談員、知的障害者相談員及び地域自立支援協議会委

員の創設に伴い、氷川町報酬及び費用弁償条例の一部を改正するものであります。 

議案第４号は、社会教育法の改正に伴い、氷川町社会教育委員設置条例の一部を
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改正するものであります。 

議案第５号は、熊本県ひとり親家庭等医療費助成事業補助金交付要綱の改正に伴

い、氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正するものでありま

す。 

議案第６号は、八代市立養護学校の名称変更に伴い、八代市と氷川町との間の八

代市立養護学校に就学する学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約の

一部を改正するものであります。 

議案第７号は、本年３月３１日限りで熊本県市町村総合事務組合から高遊原南消

防組合が脱退することから、規約の一部を変更するものであります。 

議案第８号から議案第１２号までは、平成２５年度一般会計及び特別会計の補正

予算でありまして、一般会計及び特別会計ともにそれぞれ過不足が生じております

ので、補正をお願いするものであります。なお、一般会計補正予算における増額補

正は、国の補正予算に伴います農地費の農業基盤整備促進事業並びに教育費の竜北

西部小学校校舎並びに竜北中学校校舎耐震補強大規模改造工事事業に係る予算計上

分でございます。 

議案第１３号は、平成２６年度氷川町一般会計予算であります。歳入歳出の総額

それぞれ６２億７,２５４万６,０００円とするものであります。歳入面では、自動

車税、自動車重量税、譲与税に若干の減収が見られます。個人・法人町民税、固定

資産税、町たばこ税の伸びが見込めるため、町税が前年度より約２,４８０万円の

増額、地方交付税は前年並みと見込みました。国庫支出金は、約１億５,１８０万

円の減額を見込み、県支出金は約２,１３０万円の増額を見込み、町債も前年度よ

り３億５,１０１万円の増額といたしました。目的事業の補填といたしまして、図

書館建設基金及び竜北物産館運営基金から、合わせて５,６０５万円を繰り入れて

おります。また、財政調整基金からの繰り入れにつきましては、前年度より２,０

００万円を減額したところであります。歳出では、民生費で前年度より１億５５７

万円の増額であります。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金並びに慈光保

育園改修に伴う保育所緊急整備事業費補助金の増額に伴うものでございます。教育

費で、前年度より４億３,３２０万円の増加でありまして、竜北西部小学校及び竜

北中学校校舎の工事に伴うものでございます。消防費で、前年度より１億２,３６

５万円の増加であります。八代広域行政事務組合消防無線機器のデジタル化に伴い

ます負担金及び消防団員訓練服の支給による増額であります。農林水産業費、商工

費が前年度よりそれぞれ１,３００万円の増額であり、公債費も２,３７０万円の増

額といたしました。一方、それぞれ前年度に比べ議会費で４８万円、総務費で１億

３,４１６万円、衛生費で８,５００万円、土木費で２億７,１４２万円の減額とい
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たしました。歳入の主な予算は、町税８億７,４６８万６,０００円、地方交付税２

７億２,０００万円、国庫支出金６億２,６８１万７,０００円、県支出金５億４,６

７０万５,０００円、繰入金３億４,６３７万６,０００円、町債の７億４,８０１万

円でございます。歳出の主な予算は、総務費で１２億３,８５４万９,０００円、民

生費１３億７,５３９万１,０００円、衛生費８億２,０５３万６,０００円、土木費

６億６,６０９万５,０００円、教育費７億４,３６３万円、公債費５億７,３７０万

５,０００円でございます。対前年度比３.６％の伸びでございます。 

議案第１４号は、平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計予算であります。歳

入歳出総額それぞれ１９億９,２２１万３,０００円とするものであります。歳入の

主な予算として、国民健康保険税４億４,８７２万２,０００円、国庫支出金５億

５,２５８万１,０００円、前期高齢者交付金３億４,００３万１,０００円、繰入金

１億７,１０７万７,０００円であります。歳出の主な予算は、保険給付費１３億５

８６万３,０００円、後期高齢者支援金等２億５,６３１万４,０００円、共同事業

拠出金２億６,８００万４,０００円であります。前年度とほぼ同額の予算といたし

ました。 

議案第１５号は、平成２６年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算であります。

歳入歳出総額それぞれ１億５,４５２万５,０００円とするものであります。歳入の

主な予算といたしまして、後期高齢者医療保険料１億４１１万８,０００円、繰入

金４,６６４万４,０００円。歳出の主な予算は、後期高齢者医療広域連合納付金１

億５,０６２万６,０００円でございまして、前年度とほぼ同額の予算といたしまし

た。 

議案第１６号は、平成２６年度氷川町介護保険特別会計予算でありまして、歳入

歳出総額それぞれ１４億３,５６３万８,０００円とするものでございます。歳入の

主な予算といたしまして、保険料２億４,５２６万１,０００円、国庫支出金３億

７,４６４万９,０００円、支払基金交付金３億９,８４６万１,０００円で、歳出の

主な予算は、保険給付費１３億７,３０６万円でございます。対前年度比５.２％の

伸びといたしました。 

議案第１７号は、平成２６年度氷川町下水道事業特別会計予算であります。歳入

歳出それぞれ７億６,０７１万６,０００円とするものであります。歳入の主な予算

といたしまして、使用料及び手数料１億１,７３５万２,０００円、国庫支出金１億

５,０００万円、繰入金２億９,７２９万９,０００円、町債１億６,４１０万円で

す。歳出の主な予算は、公共下水道事業費４億８,８１９万７,０００円、公債費２

億６,９４４万４,０００円でございまして、対前年度比１.６％の減であります。 

議案第１８号は、平成２６年度氷川町宅地開発事業特別会計予算であります。歳
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入歳出総額それぞれ９４５万９,０００円とするものであります。歳入の主な予算

として、繰入金９４０万８,０００円、歳出の主な予算は、公債費９３４万６,００

０円でございます。対前年度比７５.９％の減であります。 

議案第１９号は、国土利用計画（氷川町計画）の策定について、議会の議決を求

めるものでございます。 

議案第２０号は、宇城氷川スマートインターチェンジの事業用地として、西日本

高速道路株式会社九州支社熊本高速道路事務所に対し、町有地を売却することにつ

いて議会の議決を求めるものでございます。 

議案第２１号は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、氷川町国民健康保険税条

例の一部を改正するものでございます。 

なお、廣瀬教育長から、一身上の都合によりまして、本年３月３１日付けをもっ

て教育委員を辞職したい旨の届出がございました。委員の辞職につきましては、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１０条の規定に、「委員は、当該地方公

共団体の長及び教育委員会の同意を得て辞職することができる」という規定になっ

ております。氷川町教育委員会並びに氷川町及び八代市中学校組合教育委員会で

は、本年２月２１日付けで辞職の同意の決定がなされております。その決定を受け

まして、私も同氏の本年３月３１日付けでの辞職に同意をしたところでございま

す。したがいまして、本定例会最終日に後任の教育委員の選任同意について提案を

したいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

併せまして、遠山監査委員の任期満了に伴う後任の監査委員の選任同意並びに副

町長の選任同意につきまして、同じく本定例会最終日に提案をいたしますので、併

せてよろしくお願いをいたします。 

以上、簡単に説明を申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長

に説明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満なご決定をいただきます

ようお願い申し上げまして、施政方針と提案理由の説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（永田義昭君） ここで、１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

これから、議案第１号から順次、詳細説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 説明します。議案第１号、氷川町職員の高齢者部分休業に
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関する条例の制定について。氷川町職員の高齢者部分休業に関する条例を別紙のと

おり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるも

のでございます。条例内容は、５５歳以上の職員が申請をした日から定年退職日ま

での期間中、１週間の勤務時間の一部について、勤務しないことを承認することが

できる条例でございます。ただし、勤務をしない時間については、給与を減額する

という内容でございます。 

続きまして、議案第２号、氷川町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正

する条例について。氷川町職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。条例では、職員が修学のために勤務しないことを承認

することができる期間は２年と規定されておりますが、修学部分休業取得中の給与

に関して、労働基準法を踏まえ、勤務１時間当たりの給与額の算出方法を見直すこ

とに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

続きまして、議案第３号、氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について。氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。この条例は、身体障害者相談員、知的障害者相談員の報酬

額をこれまで要綱で定めておりましたが、地方自治法の規定に基づき条例で定める

こととしたため、また地域自立支援協議会委員についてもこれを明確にするため条

例の一部を改正するものでございます。 

次に、議案第２１号、氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

て。氷川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。内容は、国民健

康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の後期高齢者支援金、賦課金及

び介護給付金賦課金の賦課限度額の引き上げと国民健康保険税の均等割額、平等割

額を軽減する所得判定要件基準の緩和でございます。 

次に、議案第４号、氷川町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につい

て。氷川町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するた

め、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。この条例は、地方分権一括法の施行により、社会教育法の一部が改正されたこ

とに伴い、条例の一部を改正するものです。改正内容は、社会教育委員の委嘱につ

いて、より詳しく明確に規定したものでございます。 

次に、議案第５号、氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例についてです。氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改
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正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により

議会の議決を求めるものでございます。この条例は、熊本県ひとり親家庭等医療費

助成事業費補助金交付要領の一部改正に伴い、父母に（養父母を含む）を加えた、

また法律名の変更があり、これを改正するものでございます。 

次に、議案第６号、八代市と氷川町との間の八代市立養護学校に就学する学齢児

童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約の一部変更についてでございます。

地方自治法第２５２条の１４第２項の規定により、八代市と氷川町との間の八代市

立養護学校に就学する学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委託に関する規約の一部

を改正するものでございます。失礼しました、変更するものでございます。変更内

容は、学校教育法の改正に伴い、養護学校が特別支援学校に変更されておりますこ

とから、規約の一部を改正するものでございます。 

次に、議案第７号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の一部変更について。地方自治法第２８６条第１項の規定により、熊本

県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更するものでございます。変更内

容は、組合の構成団体であります高遊原南消防組合が平成２６年３月３１日をもっ

て解散し、同日限りで脱退するため、組合規約から高遊原南消防組合を削る規約の

一部を変更する内容でございます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第８号、平成２５年度氷川町一般会計補正予算

（第４号）についてご説明いたします。 

平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第４号）を別紙のとおり定めるため、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

まず、開けていただきまして、１ページ、第１条、歳入歳出の総額に歳入歳出そ

れぞれ８億８５０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ７１億９,３３９万４,０００円とする補正予算であります。 

まず、繰越明許費からご説明いたします。６ページをご覧ください。１５款、民

生費、子ども・子育て支援制度システム改修委託事業３１４万３,０００円、ほか

５本の事業を繰り越すものです。国の補正予算等によるもので、事業執行期間がな

いために繰り越すものです。 

次に、７ページ、債務負担行為補正をご覧ください。まず、追加が１件ございま

す。土地改良施設維持管理適正化事業、期間、平成２５年度から平成２９年度、限

度額３２０万８,０００円です。また、変更は、指定管理委託料等で６件、これは

４月１日より消費税が５％から８％に変更されるに伴い、限度額を変更するもので

す。 
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次に、歳入予算の概要を説明いたします。９ページ、事項別明細書をご覧くださ

い。６５款、国庫支出金の主なものは、農業体質強化基盤整備促進事業補助金１億

４,３４４万円、西部小及び竜北中学校校舎の耐震大規模改造に伴う補助金１億９,

４２８万６,０００円を計上しております。９９款、町債は、農業基盤整備促進事

業分３,６４０万円、町道吉本本山線改良事業分２,２２０万円、西部小及び竜北中

学校校舎の耐震補強・大規模改造事業分５億２９万円を計上しております。 

続きまして、歳出のご説明をいたします。１０ページをご覧ください。２５款、

農林水産業費では、工事請負費６,７００万円を計上しております。排水路改修工

事、護岸工事、若洲排水機場エンジン分解整備工事です。また、分担金及び交付金

１億８８５万２,０００円を計上しております。農業基盤整備促進事業補助金とし

て、暗渠排水工事７２ヘクタール分です。４５款、教育費では、西部小学校校舎の

耐震補強・大規模改造工事２億４,３１１万６,０００円、竜北中学校校舎の耐震補

強・大規模改造工事４億４,２１５万５,０００円を計上しております。 

６２ページの給与費明細書以降につきましては、説明を省略いたします。 

以上で、一般会計補正予算についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第９号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）についてご説明いたします。 

平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

次のページをお願いいたします。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３,８１３万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９

億７,２２３万４,０００円とするものです。 

４ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入では、款１５、国庫支出金が３,８３８万８,０００円の減額で、主

に療養給付費等負担金、普通調整交付金の減額が主な要因でございます。款の２

５、県支出金が１,０９４万８,０００円の増額で、主に特別調整交付金の増額を見

込んでおります。 

５ページをお願いいたします。歳出では、款の５、総務費が１２０万６,０００

円の増額で、主に国保事業報告システムバージョンアップ委託料９７万２,０００

円で、ＯＳサポート終了のため切り替える委託料でございます。款の１０、保険給

付費が３,０４４万円の減額で、主に退職被保険者等療養給付費の診療報酬の減額

分でございます。 
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これで、議案第９号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についての説明を終わります。 

続きまして、議案第１０号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてご説明いたします。 

平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり

定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。 

次のページをお願いいたします。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１６９万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,

１３５万５,０００円とするものです。 

４ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入では、款２０、繰入金が１２６万１,０００円の減額で、主に保険

基盤安定繰入金の減額によるものです。 

５ページをお願いします。歳出では、款の１０、後期高齢者医療広域連合納付金

が１６７万５,０００円の減額で１億４,７１７万５,０００円となっています。内

容は、現年度分保険料負担金と滞納繰越分保険料負担金、保険基盤安定負担金の減

額によるものです。 

これで、議案第１０号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）についての説明を終わります。 

続きまして、議案第１１号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第

４号）についてご説明いたします。 

平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第４号）を別紙のとおり定める

ため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

次のページをお願いいたします。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ９,１８０万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３

億１７８万５,０００円とするものです。 

４ページをお願いいたします。債務負担行為の補正でございますが、昨年の９月

議会でお願いしました平成２６年度から３年間の介護認定訪問調査業務委託の債務

負担行為の廃止につきましてご説明申し上げます。業務委託につきましては、介護

保険法第２７条、２８条の規定により、市町村は当該職員をして調査させるという

ものとされておりますことから、熊本県の指導を受け、業務委託での調査員を改め

ることとし、非常勤職員の直接雇用による調査員に従事させることとしたため、平

成２６年度から予定しておりました債務負担行為につきましては、廃止させていた



 

－ 31 －

だきたいと存じます。 

５ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入では、款の１５、国庫支出金が４,６２３万４,０００円の減額で主

に介護給付費負担金の減額と調整交付金の減額によるものです。款の２０、支払基

金交付金が３,９８１万円の減額で、主に介護給付費交付金の減額によるもので

す。 

次のページをお願いいたします。歳出では、款の１０、保険給付費が９,１１２

万１,０００円の減額で、主に介護サービス等諸費の減額によるものです。その内

容は、主に居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、介護予防サ

ービス給付費の減額と施設介護サービス給付費の増額によるものです。 

これで、議案第１１号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第４

号）についての説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） それでは、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計

補正予算（第３号）につきまして説明いたします。 

議案第１２号、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第３号）は予

算書のとおりでございますが、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

予算書を開けていただきまして、１ページでございます。第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２,０４２万８,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ総

額６億６,９４３万９,０００円とする補正でございます。歳入歳出の補正の主なも

のといたしましては、下水道特別会計の収支決算の確定見込みと執行残によります

減額補正でございます。 

それでは説明いたします。５ページを開けてご覧ください。歳入歳出補正予算事

項別明細書により、補正額の大きなものより説明いたします。まずは、歳入より主

なものを説明させていただきます。２０款、繰入金につきましては、５項の一般会

計繰入金１,３０１万円の減額補正につきまして、特別会計の収支決算の確定見込

みによりまして、減額補正するものでございます。２５款、繰越金につきまして

は、５項の繰越金、下水道特別会計の収支決算の確定見込みによりまして、繰越額

の３５１万８,０００円を補正するものでございます。３５款、町債につきまして

は、下水道の事業費の確定見込みに伴いまして１,１３０万円を減額補正するもの

でございます。 

続きまして、６ページをご覧ください。歳出につきまして説明させていただきま
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す。５款、公共下水道事業費につきましては、５項の公共下水道事業費、総務管理

費の職員の給料、職員手当、共済費の支出見込額による執行残によります１６８万

４,０００円の減額補正でございます。委託料につきましては、下水道台帳更新業

務委託料の入札に伴う執行残によりまして１５０万６,０００円の減額補正でござ

います。１０目、公共下水道維持費、負担金補助及び交付金は、流域下水道維持管

理負担金の精算数量の確定に伴います執行残による３５４万１,０００円の減額補

正でございます。１５目、公共下水道建設費、工事請負費の入札に伴う執行残によ

りまして、１,１２４万９,０００円の減額補正でございます。 

以上で、議案第１２号、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）の説明を終わらせていただきます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第１３号、平成２６年度氷川町一般会計予算につ

いて説明いたします。 

平成２６年度氷川町一般会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出の総額は歳

入歳出それぞれ６２億７,２５４万６,０００円とするものです。 

まず、歳入からご説明いたします。８ページの事項別明細書をご覧ください。第

５款、町税８億７,４６８万６,０００円を計上しております。前年比２,４８４万

７,０００円の増を見込んでおります。第４５款、地方交付税２７億２,０００万

円、前年同額です。第６５款、国庫支出金６億２,６８１万７,０００円、前年比１

億５,１８３万８,０００円の減です。第８５款、繰入金３億４,６３７万６,０００

円、前年比３,６７１万円の増です。第９９款、町債７億４,８０１万円、前年比３

億５,１０１万円の増です。主に合併特例債を充てております。歳入合計６２億７,

２５４万６,０００円で、前年比３.６％の増加となります。今回、予算編成におき

ましては、歳入不足が見込まれる分につきましては、財政調整基金３億４,６００

万等を充てております。 

次に、歳出につきましては、新規事業を中心に説明させていただきます。９ペー

ジをご覧ください。５款、議会費では、使用料及び賃借料２５９万７,０００円を

計上しております。議場の映像及び放送システムの改修費です。５年リースで総額

２,２００万ほどになります。１０款、総務費、１３目、振興局費の委託料で土地

利用計画策定業務委託料４４１万円を計上しております。また、工事請負費２,５

０４万は、災害時の防災拠点として振興局の屋根に太陽光発電装置と蓄電池の設置

を計画しております。１５目、企画費、委託料１２８万８,０００円については、
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２７年度に電子入札を導入するためにシステムの開発等を行うものです。２５款、

農業費では工事請負費２,５７０万円を計上しております。有佐４号線舗装工事、

早尾腹巻田線道路改修工事、高野道地区排水路改修工事分として計上をしておりま

す。３０款、商工費では、負担金補助及び交付金として、とくとく商品券の助成２

００万円、住宅リフォーム促進事業補助金１,５００万円、ポイントカード会の機

器導入等に対する補助として３９２万円を計上しております。３５款、土木費では

需用費、町道修繕８４０万円を計上しております。町道修繕６路線と通行規制標識

設置分です。また、工事請負費１,３９０万円は、町道５路線の補修工事分です。

１５目、道路新設改良費につきましては、１億８,３９１万９,０００円を計上して

おります。設計委託料９路線、工事請負費５路線分です。また、２０目、橋りょう

新設改良費として３,０７０万円を計上しております。４５款、教育費では、工事

請負費２,９１７万円は災害時の避難場所として氷川町公民館の屋根に太陽光発電

装置と蓄電池の設置を計画しております。１５目、八火図書館費、工事請負費３億

９,１５９万４,０００円は、八火図書館、宮原振興局新築工事分です。また、負担

金補助及び交付金では、郷土の偉人シリーズ番組制作負担金として１,２５０万円

を計上しております。 

１３６ページの給与明細書以降につきましては、省略させていただきます。 

以上で、一般会計予算の説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第１４号、平成２６年度氷川町国民健康保険特別

会計予算についてご説明いたします。 

平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方

自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

２枚開けていただきまして、予算書の１ページをご覧ください。第１条、歳入歳

出予算の総額は歳入歳出それぞれ１９億９,２２１万３,０００円とするものです。 

６ページの歳入歳出当初予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入歳出それぞれ１９億９,２２１万３,０００円で、前年比１,０８２

万２,０００円の増加です。歳入では、款の２５、県支出金が前年比２,８６２万円

増の１億３,８２９万７,０００円で、高額医療費共同事業負担金と財政調整交付金

の増によるものです。歳出では、款２５、共同事業拠出金が前年比２,１０１万７,

０００円増の２億６,８００万４,０００円で、交付金割拠出金金額と保険財政共同

安定化事業拠出金でございます。 

これで、議案第１４号、平成２６年度氷川町国民健康保険特別会計予算について

の説明を終わります。 
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続きまして、議案第１５号、平成２６年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算に

ついてご説明いたします。 

平成２６年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地

方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

２枚開けていただきまして、予算書の１ページをご覧ください。第１条、歳入歳

出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億５,４５２万５,０００円とするものです。 

４ページの歳入歳出当初予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入歳出それぞれ１億５,４５２万５,０００円で、前年比１７４万１,

０００円の増です。歳入では、款の２０、繰入金が前年比２１６万９,０００円増

の４,６６４万４,０００円で、主に保険基盤安定繰入金の増額によるものです。歳

出では、款の１０、後期高齢者医療広域連合納付金が前年比１７７万６,０００円

の増の１億５,０６２万６,０００円で、主なものとして後期高齢者広域連合負担金

と保険基盤安定負担金の増額によるものです。 

これで、議案第１５号、平成２６年度氷川町後期高齢者医療特別会計予算につい

ての説明を終わります。 

続きまして、議案第１６号、平成２６年度氷川町介護保険特別会計予算について

ご説明いたします。 

平成２６年度氷川町介護保険特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

２枚開けていただきまして、予算書の１ページをご覧ください。第１条、歳入歳

出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４億３,５６３万８,０００円とするものです。 

５ページの歳入歳出当初予算事項別明細書をご覧ください。主な項目をご説明い

たします。歳入歳出それぞれ１４億３,５６３万８,０００円で、前年比７,１４１

万円の増額です。歳入では、款の１５、国庫支出金が前年比１,２５１万８,０００

円増の３億７,４６４万９,０００円で、主に介護給付費負担金の増額によるもので

す。款の２０、支払基金交付金が前年比１,８０７万５,０００円の増の３億９,８

４６万１,０００円で、主に介護給付費交付金の増額によるものです。 

６ページをご覧ください。歳出では、款の１０、保険給付費が前年比６,２４３

万３,０００円の増の１３億７,３０６万円で、主に介護サービス等諸費の増額によ

るものです。 

これで、議案第１６号、平成２６年度氷川町介護保険特別会計予算についての説

明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） 議案第１７号、平成２６年度氷川町下水道事業特別
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会計予算についてご説明いたします。 

平成２６年度氷川町下水道事業特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方自

治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額

は歳入歳出それぞれ７億６,０７１万６,０００円とする予算でございます。対前年

度比といたしましては１.５６％の減額予算となっております。 

５ページをご覧ください。歳入歳出当初予算事項別明細書により、前年度と比較

し増減がある主なものを説明いたします。まず、歳入より説明いたします。歳入合

計の本年度予算額７億６,０７１万６,０００円に対し、前年度予算額７億７,２６

９万４,０００円の比較、１,１９７万８,０００円の減額予算でございます。５

款、分担金負担金の２,５９６万２,０００円につきましては、分担金、受益者分担

金２,５８４万１,０００円を計上させていただいております。平成２５年度整備し

ました地区の受益者を見込んで算出しています。１０款、使用料及び手数料の１億

１,７３５万２,０００円につきましては、下水道使用料、公共下水道使用料１億

１,６６２万円を計上いたしております。内訳といたしましては、宮原処理区７,１

３６万円、竜北処理区４,５２６万円となっております。２０款、繰入金の２億９,

７２９万９,０００円につきましては、一般会計繰入金２億９,７２９万９,０００

円を計上いたしています。３５款、町債の１億６,４１０万円につきましては、下

水道債の１億６,４１０万円を計上いたしております。 

続きまして、６ページを開けてご覧ください。歳出につきましても同様に、歳出

合計額の本年度予算額７億６,０７１万６,０００円に対し、前年度予算額７億７,

２６９万４,０００円の比較１,１９７万８,０００円の減額予算でございます。５

款、公共下水道事業費の４億８,８１９万７,０００円につきましては、負担金補助

及び交付金の流域下水道維持負担金４,５８９万円を計上いたしております。これ

につきましては、流域協議会議で決定いたしました平成２６年度からの計画水量、

負担金の単価の値下げ改定によるものでございます。１５目、公共下水道建設費、

委託料、設計委託料の３,０００万円につきましては、前年度は委託料はございま

せんでしたが、本年度設計委託料を計上するものでございます。工事費では２億

３,２００万円計上いたしております。補償補填及び賠償金では、上水道移設補償

費６,８００万円を計上いたしております。 

続きまして、１５款、公債費の２億６,９４４万４,０００円につきましては、元

金、償還金利子及び割引料の長期債元金１億８,８６９万８,０００円及び１０目、

利子、償還金利子及び割引料の長期債利子、一時金利子の８,０７４万６,０００円

を計上いたしております。 
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以上で、議案第１７号、平成２６年度氷川町下水道事業特別会計予算について説

明を終わらせていただきます。 

続きまして、議案第１８号、平成２６年度氷川町宅地開発事業特別会計予算につ

いてご説明いたします。 

平成２６年度氷川町宅地開発事業特別会計予算を別紙のとおり定めるため、地方

自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。対前年

度比といたしましては、７５.９％の減額予算となっております。 

開けてもらいまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出の予算の総額

は、歳入歳出それぞれ９４５万９,０００円とする予算でございます。 

４ページをご覧ください。歳入歳出当初予算事項別明細書より、前年度予算と比

較しまして大きな増減があるものについて説明いたします。歳入の歳入合計、本年

度予算額９４５万９,０００円に対しまして、前年度予算額３,９２４万２,０００

円、比較の２,９７８万３,０００円の減額予算でございます。１０款、繰入金につ

きましては、一般会計繰入金の一般会計より繰入金９４０万８,０００円を計上い

たしています。 

続きまして、５ページを開けてご覧ください。歳出につきまして、同様に歳出合

計額の本年度予算額９４５万９,０００円に対し、前年度予算額３,９２４万２,０

００円の比較、２,９７８万３,０００円の減額予算でございます。７款、公債費に

つきましては、公債費の３目、元金、５目、利子の償還金利子及び割引料の合わせ

た９３４万６,０００円を計上いたしております。ちなみに、平成２９年度が返済

の終了予定となっております。 

以上で、議案第１８号、平成２６年度氷川町宅地開発事業特別会計予算の説明を

終わらせていただきます。 

［「議長、休憩をお願いします」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） はい、じゃあ休憩します。 

それでは、１時半からお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０７分 

再開 午後１時１３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

笠原議員は体調不良により、本日午後からの会議に欠席届が提出されましたの

で、ご報告します。 

引き続き、議案第１９号から詳細説明を求めます。総務振興課長。 
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○総務振興課長（西尾正剛君） 議案第１９号、国土利用計画（氷川町計画）の策定に

ついて。国土利用計画を策定するため、国土利用計画法第８条第３項及び地方自治

法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

この計画につきましては、法律に基づく計画ということから、全員協議会で内容

を詳しく説明するつもりでございましたけれども、本会議での説明となりました。

概要、要点について、簡潔に説明をしたいと思いますが、少し時間をいただきたい

と思います。 

まず、氷川町国土利用計画が２回の審議会を経て、熊本県国土利用計画とのすり

合わせも終わりまして、氷川町案について、県より意見がない旨の回答が届きまし

たので、今回の定例議会に提案するものでございます。２回の審議会には案の状態

で諮ったところ、１３名の委員から活発なご意見を賜わり、計画に反映されており

ます。また、審議会には議会からも議長はじめ４名の議員さんが参画されておりま

す。 

まず、この計画策定の根拠である法律、国土利用計画法は昭和４９年に制定され

ております。それ以前は、日本列島改造論で数年にわたって日本各地で土地の買い

占めとか土地の乱開発が行われて土地価格が高騰したため、その弊害に歯止めをか

けるために総合的かつ計画的に国土の利用を進めるということを目的にした法律で

あります。 

この市町村計画の策定につきましては、国土利用計画法第８条の規定に基づくも

のでありまして、国、県とあわせて国土利用計画体系を構成するものでございま

す。また、第１次氷川町総合振興計画に即して策定し、町の指針となるものでござ

います。また、この氷川町計画は、計画の対象地域が町全域に及ぶこと、地域住民

の意向を反映した計画であること、議会の議決を経た計画であることが求められて

おります。合併前の旧町でも、国土利用計画、土地利用計画を策定しております

が、旧宮原町ではまちづくり条例を平成１５年１月１日に制定し、その結果、地域

によっては建物の建設に制約を受けている状態にございます。来年度は、この国土

利用計画をもとにして土地利用計画を策定し、各地区の実情に応じたゾーンの設定

を行う計画になりますが、その後、２７年度以降は具体的な規制、誘導を行うこと

になろうかと思います。これは、各個人の土地に規制がかかることになりますが、

周辺の無秩序な開発や建設を防止することができるということになります。 

それでは、計画について概要を説明いたします。まず、２枚開けていただきまし

て、目次は１から３まで大きく分けてありますが、これは国土利用計画法施行令の

第１条に規定がありまして、熊本県計画や他の自治体もこの規定に基づいたつくり
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となっております。さらに、こうした構成から町計画と県の計画は整合性をとる必

要がありますので、県の協議が必要ということになるわけです。この国土利用計画

法施行令第１条の規定には、この目次どおり施行令の第１条第１号に土地利用に関

する基本構想、第２号が土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標、第３号が

規模の目標を達成するために必要な措置の概要ということで、規定の規定上での目

次ということになります。 

１ページですが、この前文にいたしましては今説明しましたとおりですけれど

も、目的は一番下にあるとおり、町土の均衡ある土地利用の推進を国土利用計画に

入れ込むというものでございます。基本構想の４ページ、５ページは、説明を割愛

いたします。 

６ページから９ページまでのアンケート結果につきましては、こちらのほうにつ

きましては、まずアンケートの分析、こちらのほうも個々に説明すべきものでござ

いますけれども、要点だけを説明いたしますが、１,２００の方に通知を出しまし

てアンケートをお願いいたしました。４２４票ということで、回収率は３５.３％

の回収率でございました。昨年の１０月にこのアンケートを実施いたしまして、そ

の内容といたしましては、氷川町の魅力について、現状の土地利用について、今後

の土地利用について、土地利用の規制・誘導方針について、最後に産業振興や定住

化促進について、これを主なものとしてアンケートを実施いたしました。こちらの

中でも特に分析というところで個々に記載しておりますけれども、氷川町の魅力に

ついては多くの町民が自然に囲まれ豊かな生活ができる土地と認識しております。 

次の氷川町の土地利用の現状ですが、全体的に管理されていない農地や空き家が

増えている。背景には、農業後継者がいない農家が５９.４％など、農業の担い手

不足の顕在化があります。 

次の氷川町の農地について、問１０ですけれども、こちらのほうは４ポツ目なん

ですけれども、氷川町の農地の今後についての町民の意見は、「町内で新たな担い

手を探せる仕組みをつくり、農地の維持保全を推進する」と考える人が最も多くな

っております。 

次に、７ページですが、氷川町の中山間地についてです。２番目のポツですが、

新たな用途（宅地化）などに期待する声も多いが、注目すべきは国道３号東側の地

区で４０％の町民の方が宅地化を望んでおられます。農地所有についてですが、こ

れも３つ目のところで宅地化を考える所有者は１２.４％、貸したいと考える所有

者は３６％の結果でございました。分析といたしましては、しばらくは農地を現状

維持する所有者が多いが、いつまでもその状態を維持できるか不透明な状態であ

る。農地のままで保存したいと考える人のほうが多いようです。 
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問１３の氷川町の宅地化について問いましたところ、開発すべき４２.２％、次

の次のポツですが、現在氷川町内において借家住まいの町民の６２.２％が町内に

家を持ちたいと考えており、３９.６％の人は良い物件があれば住みたいと答えて

います。 

次の有佐駅付近での宅地開発に期待する声もあります。これは、説明資料という

ところに、最後に自由回答というところがございまして、そういったところからも

拾い上げております。農地と宅地の混在を整理して、適宜使い分けてほしいという

ような自由意見もございました。 

８ページです。氷川町の商業化についても問いました。空き家、空き店舗の利活

用について、町の活気を生み出すべきと回答が６６.８％ございました。商業地ら

しい活気に期待する意見が多いようです。 

次の次ですが、今後の商工業振興策として、「商業、工業、農業の地元産業の連

携による特産品づくりが必要である」６３.９％の町民の方が答えておられます。 

次に、宇城氷川スマートインター開業についてですが、これにつきましては、企

業誘致のための用地として開発することを期待している町民が多く、高速道路を運

行するバスに乗るために駐車場を整備してほしいという声も３１％ありました。 

次のポツですが、国道３号東側の中山間地に居住する住民の３４.２％が計画的

な宅地化を望んでおり、西側の住民２３.２％より１１ポイントほど多くなってい

る結果です。 

分析といたしましては、小規模ながら新規の宅地化に期待したり、高速道路にア

クセスするための駐車場を整備するなど、地元住民の住環境向上に寄与する意図で

の開発が望まれているという分析の結果です。 

次に、地区単位の土地利用計画についてですが、こちらのほうは地区別に明文化

したものの必要性を感じている町民の数が上回っているという結果です。分析です

が、土地利用計画をテーマとした地区別の考え方を整理する必要があると考えられ

ます。 

次に、土地利用に関するルールづくりについては、条例等による規制があったほ

うが良いと考える町民が多いという結果です。必要に応じて地区ごとに定めるのが

いいとする割合が高いようです。 

９ページです。氷川町の商工業振興についてですが、こちらは商業、工業、農業

の地元産業が連携した特産品づくりが最も多い意見で６３.９％でした。分析とい

たしましては、農業を中心とした地域振興に関心を示す町民が多いという結果で

す。 

氷川町の定住促進についてですが、子育て支援を充実し、若い世代の家族を呼び
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込みたいとする考えが最も多く６４.３％でした。次のポツですが、こちらのほう

は空き家バンクなどによって移住者の入居を増やすことの、方への関心が高いよう

でございます。 

最後に、本町の土地利用の課題ということで、こちらのほうはアンケート分析の

結果での課題ということなんですけれども、まず、宇城氷川スマートインターチェ

ンジ供用開始を町の活性化の起爆剤としていく期待は高く、土地利用の観点から周

辺の土地をどのように位置づけていくのか、議論する必要があります。宅地の供給

不足が生じていると思われ、特に、国道３号東側の丘陵・中山間地において期待が

あるようです。農業の基盤強化と農地利用の集約化が、今後一気に進む可能性があ

ります。そのため、農政と連携しながら、来たるべく集約化の時代に備えた土地利

用計画を策定する必要があろうと思います。世代を超えて、地区の住民が順守すべ

き土地利用のルール作成が必要となっており、その作成方法について検討する必要

があると思います。 

次の１０ページの２ですけれども、こちらは町土利用の基本方針ということで、

持続可能な町土管理、第１次氷川町総合振興計画の基本構想の施策の産業の未来、

福祉の未来、教育の未来、環境の未来、地域の未来という５つの視点に基づいて、

町土の管理の展開を推進するということになります。 

次の１１ページの第２表ですが、こちらは今話しました５つの視点ということ

で、産業の未来につきましては、今後のあり方としては、道の駅竜北で実績を上げ

ているような６次産業化や観光農業へのチャレンジを更に伸ばし、農地や自然の保

全と産業・雇用の拡大を両立させる。 

要点を説明したいと思います。次の福祉の未来ですが、こちらのほうは安全で安

心できる町土利用に向け、自然環境、優良農地、水環境の保全に努め、交通環境の

安全性確保、治水や土砂災害防止対策に努める。次の教育の未来ですが、こちらの

ほうは豊かな田園環境など、ゆとりある町土を大事に守り育てていく。環境の未

来、こちらのほうは自然環境を大事にした開発に努める。地域の未来につきまして

は、今後、宅地化や企業立地等が見込まれる地域においては、土地利用関係諸法等

との調整を図りつつ、各種制度を活用し、計画的な土地利用を図る。これが今後の

あり方としての課題ということになります。 

次の１２ページのほうは、こちらは持続可能な町土管理の展開を行うための手法

ということで、この３つの手法をつくっております。まず、１番が多様な主体によ

る町土管理。基本的な考えあたりは、ご一読いただきたいと思います。これがまず

１つと、総合的な町土管理、双方向的な町土管理、これを３つの手法としてまとめ

ております。 
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１３ページ、こちらは町土類型別の町土利用の基本方針ということで、山間地

域、平坦地域、それぞれこういった類型でまとめて、下のほうにはイメージ図とし

て、基本方向として定めております。 

次、１４ページお願いいたします。こちらは、町土類型別の町土利用の基本方向

ということで、今３つに絞った中で、この山間地域、こちらのほうは里山ゾーンと

九州縦貫自動車道沿道ゾーン、それと農地。平坦地域は住宅地ゾーン、田園ゾー

ン、農地という３つのまとめ方にしておりまして、まず中間地域のほうは、この基

本方向ということで、こちらにまとめておりますとおり、現状の農地や山林、緑地

を維持しながらも、宇城氷川スマートインターチェンジ周辺には流通系の機能を誘

致するとともに、宮原サービスエリア周辺の里山には、良好な住環境を求める移住

者を対象として、里山に暮らす生活を実現できる宅地整備を行う。これが基本方向

でございます。里山ゾーンもそれぞれの基本方向ということでまとめておりまし

て、特に、この九州縦貫の沿道沿いについては、沿道における緑化を推進してい

く。農地のほうでいきますと、この２行のほうだけ読み上げますと、土地利用関係

諸法との調整を図りつつ、生活利便性の向上や雇用確保につながるような、時代の

要請や町民ニーズに合ったバランスある土地利用の推進を図るという基本方向でご

ざいます。平坦地域のほうは、これも基本方向といたしましては、国道３号沿道で

は、その利便性の高い場所を中心として新規の宅地利用を推進し、産業施策による

雇用拡大の効果を合わせて、定住人口を増やしていくための受け皿をつくる。ま

た、平坦地では優良農地を維持保全していくという基本方向でございます。 

次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。こちらのほうは、この町土

利用の基本的方向という中での現状と課題、これが１６ページでありまして、１７

ページ、それぞれの区分ごとで、例えば農地のほうでいきますと、基本的な方向性

としては観光と生産が融合した形で供給することを推進する。優良農地は保全す

る。こういったことでのまとめ方にしておりますので、ご一読いただきたいと思い

ます。宅地のほうでは、特に、もうこちらのほうはアンケートでの結果というのが

反映されておりますけれども、宅地のほうの住宅地におきましては、今後の高齢化

や若者定住などに対しての住宅、まちづくり施策として、利便性の高い暮らしを実

現するための住宅地形成を目指す。ＪＲ有佐駅周辺、国道３号沿道、役場周辺及び

県道八代鏡宇土線沿道では、暮らしやすい環境を創造し、政策的に新規の居住者を

積極的に誘導していく新しい住宅地を目指すという基本的な方向でございます。工

業用地は、氷川町で１カ所指定しておるんですけれども、この周辺の農工地区に企

業の進出を積極的に受け入れていく。その他、宅地という分け方をしております

が、これも後ほどご一読いただきたいと思います。 
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次に、大きな２番目に入らせていただきます。２０ページです。こちらは、町土

の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要ということで、こ

ちらは欄外に、この表６の欄外に書いてありますように、土地利用面積の平成２３

年度数値、こちらは、県の土地利用状況把握調査から抜粋をしております。ご覧の

ように、農地は１０年後は、増減の面積のところで書いておりますように、田・畑

合わせて４０ヘクタール減少していくのではなかろうかという中で、道路と宅地、

特に宅地のほうで２６ヘクタール、そちらのほうで増加しているというような目標

で設定しておりますが、こちらのほうは、ここの２行目に書いておりますように、

総合振興計画のほうで人口約１万４,０００人、世帯数約５,０００世帯ということ

で、そちらを想定した計画の目標ということになります。 

２１ページは、地域別の概要ということで、こちらのほうは東部地域を里山ゾー

ン、中央部、西部の田園ゾーンということでの地域区分でございます。 

２２ページお願いいたします。個々の地域別の概要ということで、今お話いたし

ました東部の里山ゾーン、中央部、西部の田園ゾーンということで、地域の整備方

針として記載しておりますが、ここも里山ゾーンといたしましては、優良農地を保

全する、宇城氷川スマートインターチェンジ周辺では、自然環境を壊さない範囲で

企業誘致を行う。特に、宮原サービスエリア周辺では、豊かな自然環境で暮らした

いと考えている移住者向けの住宅地整備を行う。中央部では、国道３号沿道におい

て、賃貸住宅等のニーズがあるため、農地から宅地への転換を行い、定住人口の増

加に努める。ＪＲ有佐駅周辺の既存の市街地では、積極的に宅地化を進めて定住人

口の増加に努める。空き家等への新規住民の入居を積極的に進め、定住人口の増加

に努める。田園ゾーンのほうは、農道、農業施設等の維持保全を行うということ

で、整備方針をまとめております。 

次に、２４ページをお願いいたします。そこで、この２に掲げた事項を達成する

ために必要な措置の概要ということで、その必要な措置といたしましては、この１

０項目に取り組みをまとめております。 

まず、１番上にあります公共の福祉の優先ということで、対応の方針としては、

そこに書いておるとおりでございます。そこの公共の福祉の優先とともに、３番目

になりますが、地域整備施策の推進ということで、対応方針といたしましては、地

域の個性と特性を重視し、町全体として調和のとれた維持可能な均衡ある町土形成

を推進する。それと、２つ飛ばしまして、土地利用の転換の適正化ということで、

大規模な土地利用転換については、周辺環境や農業生産に考慮し、地域住民の意向

など地域の実情を踏まえ適切な対応を図るということで、このご覧のとおり１０項

目について達成するために必要な措置の概要ということでまとめております。 
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最後になりますが、参考資料ということで、氷川町の土地利用概略図をまとめて

おります。他の自治体については、大きな破線でゾーンごとにまとめているところ

もありますけれども、この開きまして上のほうが土地利用現況図ということで、現

在こういった形での色分け、下のほうに凡例がありますけれども、こういった色分

けになっておりますが、これを１０年後の３５年の土地利用構想図といたしまして

は、今この計画の中での基本方針、整備方針あたりの記載をもとに、このピンク色

の宅地の色付けということでの構想図になります。ここの下のほうに書いておりま

すように、この図は、将来における本町の土地利用のあり方を検討するための基礎

資料として作製しておりますので、誘導を図るというものではありません。 

そこで、この説明資料が次から入りますけれども、アンケートの結果、あと基礎

の目標あたりもこちらのほうで記載しております。 

最後に、１７ページのほうは自由回答ということで、アンケートに設けました欄

に自由に回答してもらったのも参考資料として付けておりますので、ご一読いただ

きたいと思います。 

説明については、以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第２０号、財産の処分についてご説明いたしま

す。氷川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１７年１０月１日氷川町条例第４２号）第３条の規定に基づき、下記のとおり土地

を売却することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第８号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１、土地の所在地、地目及び面積。詳細は別紙に記載ございますが、筆数が８８

筆、面積が１万１,４０６.０８平米となります。売り払いの方法、随意契約。売払

価格４,５５６万２１２円。契約の相手方、熊本県八代市川田町西６９１番地、西

日本高速道路株式会社九州支社、熊本高速道路事務所、所長、江口光昭氏です。 

本提案は、宇城氷川スマートインターチェンジの事業用地として西日本高速道路

株式会社へ町有地を売却するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（永田義昭君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質問の回数は、項目ごとに３回までとします。 

まず、議案第１号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２号について質疑はありませんか。 



 

－ 44 －

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２１号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第４号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第５号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第６号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第７号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第８号について質疑はありませんか。 

はい、米村議員。 

○９番（米村 洋君） １１ページの歳入のほうでちょっとお伺いしたいんですが、税

務課長、この滞納繰越分について、これは滞納繰越分とは前年度に対して徴収した

ということなのかな。１９０万は徴収したという意味ですか。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） はい、そういうことになります。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それとね、今滞納税率、利息、滞納利息について、何％になり

ましたか。 

それと、今現在、滞納分、そうですね、住民税から固定資産税から保険税から、

あらゆる滞納分の総計してる金額はいくらですか。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） 利率についてはですね、延滞利息、本年度１月１日から
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４.２％というふうになっております。 

それと、滞納総額につきましてはですね、平成２４年度末１億１,９３６万３,０

００円というふうになっております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 今後、この滞納分の徴収について、どういう方向でやるのか。

そのお考えをお聞きしたいんですが。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） 従来どおりですね、当たり前に納税されている方々のです

ね、目線で強く徴収に当たりたいというふうには思っております。ちなみに、昨年

の徴収実績といいますか、平成２２年度の滞納繰越額よりもですね、減額というふ

うになっておりまして、徴収のほうも強化しているところです。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、その納税をする、その納税をしてる人たちの目線でと

いうことを君言ってるんだけど、それはどういう意味なのかな。例えば、強制執行

的なことということはほとんどやらないということ。そういうことも視野において

だね、徴収の考えはするということはないわけ。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） 昨年も実際にですね、公売等を行っておりますし、そうい

った形で悪質な滞納と申しますか、そういった方々に対してはですね、強く接して

まいっております。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にありませんか。 

河口議員。 

○１番（河口涼一君） ただいまの米村議員の質問をお聞きしててですね、感じたんで

すが、現在の、いまのに関連してですね、どういう方法、例えば手順をとられてお

りますか。例えば通知を出す、通知、そして出向く。現在とられている手順をちょ

っと教えていただけませんか。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） まず、納期限を過ぎた方々に対しては督促状、いわゆる赤

紙を送付いたします。その後、またある一定期間納付がなされない場合には催告書

を送付します。催告書を送付した際にですね、分納の相談とか、とりあえず窓口に

来てくださいという旨のですね、通知をお出ししまして、納期限内、あるいは納付

がですね、困難な場合には分納の相談とかですね、そういったやつを受け付けてお

ります。相談されない方々にはですね、今後強くあたっていきたいなというふうに

は考えておりますけれども、ほとんどの方がですね、分納相談をされております。 
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○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） じゃあ、１つだけお尋ねしますが、今のご説明の手順で督促か

ら催告までされると。この通知の中には、最後は法的な手続きまでとりますよと、

そこまでの強い通知はまだされてない。と、そして現在された経緯はないというこ

とですか。 

○議長（永田義昭君） 税務課長。 

○税務課長（野田俊明君） 法的な手続きをとるということをですね、含めた部分で通

知を出したこともございます。で、実際には、公売を２５年度にやっておりますの

でですね、そういった処分もしたということにはなります。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にありませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 町長にお伺いします。今回、補正で滞納繰越分、これだけ追加

で上がってこれるというのは、私は非常に徴収がうまくいっているんじゃないかな

という結果だろうと思います。これも前の徴収担当の方が頑張っておられる結果だ

ろうというのがここに、今回補正として表れてくるというのは非常に良いことだと

思うんですけれども、これから先もこういう滞納繰越分の徴収について、今までと

同じように、また今まで以上に徴収担当のほうにも努力していただけるような方策

で、税務課の人事管理をやっていただきたいと思いますが、そこのところはいかが

でしょうか。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 議員おっしゃるとおりでございまして、税の公平性という部分

でですね、まじめに納税をされている方と、じゃあ納税をされない方が普通に暮ら

してるという社会はですね、あまりにも良い社会ではないと思っておりますので、

そういったところを縮めるために、２５年度納税のためのですね、システムまで導

入したわけでございまして、その活用はまだ図られておりません。それがどういっ

た形で結果を生み出してくるのかというのは、たぶん今年度以降の話であろうとい

うふうに思っておりまして、施政方針でも言いましたとおり、それにつきましては

税務課の担当課のほうでしっかりそれを活用するような、システムをきちんと活用

するような徴収、納税の方法を考えていただきたいということでございまして、そ

のあたりはしっかりと一緒になって考えていきたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にありませんか。 

米村議員。 

○９番（米村 洋君） それとね、この２７ページのですね、庁務手等の民間の委託料

１,５００万減額になってますけれど、これはどういうことで減額になったか、ち
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ょっと答弁していただきたいんですが。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 業者選定いたしました際の入札残でございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） その入札残なの。それとも、例えばその臨時の、例えば職員の

人間を削減したとか、そういうことではないわけ。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 業者委託でございますので、人員削減ということではござ

いません。入札残でございます。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にありませんか。 

米村議員。違うことですかね。 

○９番（米村 洋君） この商工業の振興策の中の住宅リフォーム促進事業補助金があ

りますね。これですね、この対策はですね、町長が考えられた政策でございます

か、これは。これは５０ページです。そうです、１,５００万、そうですね、いく

らだったのかな、最初は当初予算、７５０万ですか。最初の予算はいくらなのか

な、減額の２５０万、１,５００万円か何か予算付けられたんですか、最初は。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（前田昭雄君） 住宅リフォームの促進事業の補助金ですけど、当初、

平成２５年度の当初は１,５００万の予算を組んでました。１２月に７５０万の補

正を組みました。その理由といたしましては、それまで月平均の住宅リフォーム

の。 

○９番（米村 洋君） 町長の提案ですかと聞いているんですが。 

○商工観光課長（前田昭雄君） ご無礼しました。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 一般質問等のなかでですね、議員の皆様方からも、そういった

ことも考えてはどうかというご提案もありました。それをやるかどうかという部分

につきましては、町のほうで考えて、やる効果があるだろうということで始めたと

ころであります。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、町長、このですね、行政的な評価ですね、非常にです

ね、立派だと思いますね、ええ。だから、より良くですね、もうちょっとですね、

幅広い町民の方たちにですね、やっぱり普及をさせるような、やっぱりそういう啓

発的なことが必要ではないかと思ってますね。どうですか、その辺のところは。各

担当課長。 



 

－ 48 －

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） おっしゃるとおりでございまして、せっかく作り出したです

ね、こういった制度をしっかり活用していただくということは大切なことでありま

すので、広報には努めたいと思いますし、施政方針でも申し上げましたとおり、こ

の住宅リフォームの中で空き家の解体の部分も２６年度からは適用するということ

にいたしておりますし、いわゆるこれまで持ち主でないと、そのリフォームができ

なかったと。できればその親子、奥様等につきましてはですね、この対象にしてい

いんじゃないかというようなことも今担当課のほうで検討しております。あと予算

審議の中でですね、そういったこともしっかりお尋ねをいただければと思っており

ます。 

○議長（永田義昭君） 他にありませんか。 

米村議員。 

○９番（米村 洋君） じゃあちょっと４８ページをお願いします。この委託料のです

ね、農業基盤整備の促進事業についてですね、どこに委託しているんですか、これ

は。 

○議長（永田義昭君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 農業基盤整備促進事業の委託費３７０万円につきまし

ては、島地地区の排水路改修の実施設計と、それから若洲排水機場のポンプ設備工

事の２件でございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それとね、ごめんね、今委託というのは、ちょっと勘違いして

たね。それとね、農業基盤整備促進事業の補助金、これ暗渠客土政策と思いますけ

れど、戸数はどれくらいの人たちがこれだけの補助金を受けていますか。 

○議長（永田義昭君） 農地整備課長。 

○農地整備課長（河野正利君） 受益者の戸数までは把握しておりません。上がってき

た面積で一応計画を立てますので、今私のところでは戸数までは把握しておりませ

ん。面積がですね、７２.０６ヘクタールでございます。 

○議長（永田義昭君） 他にはありませんか。議案第８号は、これでいいでしょうか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第９号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１０号について質疑はありませんか。 
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［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１１号について質疑はありませんか。 

はい、江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 私は総務委員会なので、ここじゃないと聞けないんでちょっと

聞かせていただきたいと思いますが、今回、債務負担行為補正の廃止が、本来ここ

の部分については債務負担行為を議会で議決をさせていただいたんですけども、今

回廃止をされる、要するに議決したものをまた元に戻すよというような意味合いの

負担行為の補正説明だったかなと思いますが、ここのところがどういういきさつで

１回議決したものをもう１回廃止するのか、もう一度よろしければ説明をいただき

たいなと思いますが。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 昨年の９月議会でお願いしたわけなんですけれども、

この債務負担行為によりまして、２６年度の４月から業務委託で訪問調査員さんの

雇用をというふうに考えていたわけですけれども、県のほうから指摘がございまし

て、これ結論から申し上げれば勉強不足なんですけれども、介護保険法の２７条と

２８条に、当該職員をして調査させるという項目があるもんですから、業務委託は

好ましくないということで、非常勤職員の対応をしなくてはいけないということを

知ったわけでございます。本当に申し訳ないんですが、９月議会でお願いをしたわ

けですけれども、廃止させていただいて、２６年度からの分については非常勤職員

で対応させていただきたいというふうなことでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） これは、介護認定訪問調査業務、これは２５年度はあったんで

すか。ちょっと調べてこなかったんで、今日ここを張り替えられたんでちょっとわ

からなかったもんで、２５年度はこの業務というのはあったんですか。委託でやら

れたのかどうかというところをちょっとお伺いしたいんですが。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） ２５年度につきましては、４月、５月は臨時職員の対

応だったんですけれども、６月分から業務委託というような手法をとりまして、仕

事といいますか、訪問調査をやってきたところでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） はい、江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） ということは、業務委託したらいけないものを、２５年度は業
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務委託したんだという話になるわけですよね。ですから、今回は２６年度からの債

務負担行為分だけなんだけども、２５年度の予算において業務委託した分はもうそ

のまま、業務委託のまま進めていく。そこのところはご了解をお願いしますという

話も入るんじゃないのかなと思いますが、そこのところいかがでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議員おっしゃるとおりでございまして、２６年度から

訂正をさせていただきたいということでございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 他、議案第１１号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１２号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１３号について質疑はありませんか。 

米村議員。 

○９番（米村 洋君） これはたくさんあるけどね、総務費のですね、歳出の３８ペー

ジお願いします。行政評価導入業務委託、これはどういうことですか。どういうこ

とでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 行政評価についてお答えします。本町においても財源の多

くを国に依存しておりまして、地方交付税の減少が見込まれます中で、持続可能な

住民本位の行政運営を継続していくためには、経費の節減だけでは限界があると思

います。職員の政策形態能力をますます向上させるとともに、限られた行政資産、

人材資源、それから財産をより効果的に活用していく必要があるかと思います。そ

ういった中で、これまで氷川町において町の予算を使ってどのような行政運営を行

ったかなど、主要な事業については広報誌や決算報告書等によりまして、議会及び

町民の皆様方にお知らせしてきたところでございますが、事業完了後において目標

の達成度や住民サービスにどのような効果があったかなどの成果については、これ

まで行ってきた評価分析は十分とは言えなかったと思います。そういう意味から、

今回この行政評価について、導入等を委託したいというふうに考えております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） ごめんね、課長ね。最後にあんた、今年で定年だけど、いい、

ちょっと。ごめんね、いじめるんじゃないけど。これは何、第三者委員会か何かを
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設置するわけ。そういうところに委託するの、行政評価的なことを。どういうこ

と、もうちょっと長めにちょっと詳しくちょっと。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 業務委託ということで、業者に委託したいというふうに考

えてます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） だからね、今その業者に委託。だから、その辺のところはどう

いう業者に委託をするのかなということだね、業者委託というのは。どれくらい

の、どういう人たちに対して業者委託と。行政評価をできる業者というのはいる

の。その辺のところをちょっと、ちょっとそのわからないんだけど。行政を評価す

るということは、自分たちでどうやったね、行政手腕を発揮して、自分たちでいろ

んな議論を重ね合わせてだね、自分たちで評価していくというのが普通じゃないの

かなと思うんだけど。それをあなたたちがやった行政のことの施策に対しての評価

を、その民間に委託するということにおいては、あなたたち以上の行政評価をでき

る機関、そういう業者がいるわけ。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） そういった評価を専門にする業者がおります。そこに委託

したいというふうに考えております。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） いいよ、いいよ。 

○議長（永田義昭君） 今の件でよかですね。 

○９番（米村 洋君） それ以上のこと、ちょっと何かね、町長。その辺のところ、あ

なたが引き継ぐことにおいて、よくだね、次の総務課長に対してだね、町長よく一

通りですね、指導をしていただきたいということで、どうでしょうか、町長。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） まあ、ご質問の意味は、趣旨はよくわかるわけでございます。

自分たちの仕事を自分たちで評価すればいいじゃないかということでございましょ

うが、それがなかなか限界がございます。それを第三者の目で評価をしていただい

て、本当に今の仕事のやり方、あるいは適正な人員でやっているのかというところ

をですね、ぜひ１回第三者の目で見たいと、検証していただきたいという意味で、

この委託料を上げているわけでございますので、その成果につきましては、追い追

いですね、またご報告ができるかと思っております。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にございませんか。 

米村議員。 



 

－ 52 －

○９番（米村 洋君） ４６ページのですね、人材育成派遣研修選考委員というのがあ

りますが、この選考委員というのは何名と、その役割というのはどういうことでし

ょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） ここの人材育成費のところで組んでおります予算につ

きましては、例年どおり基金の中からこの予算を充当いたしまして、昨年度につき

ましては、これまでの実績につきましては、宮城県の被災地、それとドイツの環境

を学ぶということで２件、人材育成のこの旅費、基金を使いまして行ってもらって

ます。この中で、この選考委員の中で、その、これは７割、旅費の７割を補助する

ものなんですけれども、その派遣について、研修について適切かどうかということ

で、この選考委員会に諮りまして決定をしていただく、そういったルールでござい

ます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 課長ね、費用対効果というのはあるのか、どうなの。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） 当然、見込まれます。こちらのほうは、将来リーダー

となってもらう、地域活性化にリーダーとなってもらうべく人材をということで、

この人材育成なわけなんですけども、近年、ここの当初で組んだ予算について、補

正を組むというような事例も最近はあってませんので、むしろ積極的にＰＲして、

広報誌などでＰＲして、この募集あたりをつなげていきたいというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） ４８ページをお願いします。八代地区のイントラ整備、イント

ラネットのですね、運営費の負担金ですけれど、この負担割合というのは、これ八

代市とのイントラの結局負担ですか、これ。八代市と氷川町の、１市と１町の。こ

れ、インターネットですか、インターネットですね、どうですか。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） こちら、八代地域のイントラネットは、八代市と氷川

町のネットでございます。実際、公共施設関係あたりからインターネットに乗ると

きに、すべてこのイントラを通じて外部のほうに接続するようになっております。

セキュリティとか、そういった問題もございまして、八代市と合同でこのシステム

を構築しております。 
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○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 平課長ね、年間いくらかかるの。それと負担、うちの場合はい

くら、９００万、９７０万かな、負担してるけれど、その負担割合というのは全額

でいくらかかって、負担割合はどういうふうになってるの、これ。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） すみません、詳細につきましては、今ちょっと手元の

ほうに資料を持ってきておりません。公共施設の数とか接続点、そういったもので

負担金を八代市と氷川町のほうで按分という形で算出をしております。 

○９番（米村 洋君） ５対５ということかな。 

○企画財政課長（平 逸郎君） いえ、違います。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 接続するその施設の数とか、あるいは職員の数、そう

いったもので変わってまいります。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、いくらかかるのかということ、これ。負担金は全体的

にいくらね。例えば八代市とね、氷川町で合計でいくらかかってね、氷川町が七百

なんぼかな、９０万円ぐらいの負担してることになってね、その負担割合が出てく

ると思うんだけど、それは結局把握してないということだね。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 今、こちらのほうに資料を持ってきておりませんの

で、後日お答えしたいというふうに思っております。 

○議長（永田義昭君） いいですね、それで、後日で。他に。 

［「議長、休憩を」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） はい、これから１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時１５分 

再開 午後２時２３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引続き、会議を開きます。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 先ほどの八代地域イントラネットの運営費なんですけ

ど、総額６,５００万円、氷川町負担が１４.８％ということになります。よろしく

お願いします。 

○議長（永田義昭君） 議案第１３号について、ほか質疑ございませんか。 



 

－ 54 －

河口議員。 

○１番（河口涼一君） 総務管理費の項目でお尋ねしたいんですが、３８ページになる

ようですが、現在職員の方と一緒にですね、お仕事をされておられる臨時職員また

は派遣の職員というんでしょうか、この方たちの費用ということで庁務手等民間委

託料、それと労働者派遣委託料、二通りございますが、ここには職員の仕事内容に

よる差とかですね、例えば雇用条件とか、雇用契約等ございますでしょうか。当然

あるとは思うんですが。それと、雇用契約の中でですね、例えばもう契約をあなた

とはしませんよという場合には、どのくらい前の通知をされるとか。さらには、契

約を再度またお願いしますというようなときには、どういう手続きをされておられ

ますでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） まず、庁務手等民間委託料の６,８１３万１,０００円につ

いてご説明申し上げます。内容的には、保育所の庁務、役場庁務、それから資料

館、八火図書館業務でございます。それから宮原小学校の調理業務、共同調理場、

学校図書館司書、学校庁務手、それから英語指導、多種にわたっております。個人

個人での契約ではございません。いわゆる、ただいま申し上げました業務について

の業務契約でございます。したがいまして、個人の処遇につきましては、会社とそ

の派遣されて来られます従業員の方との契約ということになりますので、町のほう

といたしましては、そこにタッチできない部分があるかというふうに思っておりま

す。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） それでは、その職員の方たちの労務管理といいますか、評価、

それは当該課で、当該部署でされるということですか。先ほどちょっとお尋ねした

んですが、雇用契約期間の中でですね、例えば１年契約で何年まで自動更新できる

とか。もう今年は５年目に当たるんで、もうあなたとはしませんよと。だからもう

そろそろそういう準備をしておいたほうがいいんですよというお話は、少なくとも

されないといけないと思うんですが、どのくらいまでにされるのか、そこをお尋ね

したいんですが。 

○議長（永田義昭君） 総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） あくまでも業務を委託しますので、その方との雇用契約で

はございませんので、何年ということでの委託ではございません。あくまでも、そ

の業務に対しての町と会社の契約でございます。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他にございませんか。 

米村議員。 
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○９番（米村 洋君） 議長、えらい力ない返事だね。もうちょっと大きい声で米村議

員って言ったって、またかという顔だね。 

あのね、６０ページをちょっとお願いします。この臨時福祉給付金というのは、

どういう人たちが受けてるのかな、これは。給付を受けてるの。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 臨時福祉給付金６,１４９万のご説明をしたいと思い

ます。新聞・テレビ等でも報道はなされているかと思うんですけれども、国のほう

で消費税が４月に引き上げられることに伴いまして、低所得者に与える負担の影響

に鑑みて、一体改革の協議の中で講じる社会保障の充実のための措置ということ

で、対象者につきましては、市町村民税、均等割ですけれども、課税されていない

者。ただ、課税されている者の扶養親族を除くというふうにはなりますけれども。

対象の方というのは平成２６年の１月１日現在でお住いの町村におられる方が対象

で、本町の場合、まだ試算の段階ですが、５,２００名ほどが対象になられるかと

いうふうに計算をしております。また、それに加算分というのがございまして、給

付対象者、今申し上げた５,２００名ほどの対象者の方のうち、また老齢基礎年

金、障害基礎年金等の受給の方については加算分として、また５,０００円を支給

するというふうなことになっております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、町長ね、もうこれは聞き出すとね、きりがないからも

のすごい聞かないといけないから、もう長時間かかりますから、あのね、１つね、

ちょっとわからないことはね、成年後見という欄がありますね、これ、６１ページ

ですね。成年後見町長申立てに係るとかですね、診断のとかですね、とかその上の

ですね、後見人等の謝礼とかですね、これはどういうことなんですかね、これ。後

見人というのは、何か禁治産者的な、とかそういうことを含めてのことですか。担

当課長。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） この成年後見制度町長申立てによる謝礼とか手数料と

かというふうに予算計上しておりますけれども、裁判所が選任した後見人に対する

謝礼、それから裁判所に申立てに係る診断書、医師の診断書の手数料等を計上して

おります。町長が行う成年後見審判の請求により、家庭裁判所が選任した後見人と

いうふうな方が対象になります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 
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○９番（米村 洋君） これね、少年、未成年者を対象にしたことなの。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 今、６１ページをお開けいただいているかと思うんで

すけれども、こちらは老人福祉費のほうで計上させていただいておりますが、障害

のほうでも同じように計上させていただいております。未成年の方がなられるケー

スというのは想定といいますか、しておりませんで、認知症とか財産管理ができな

くてというふうなことの重い方で、どうしても後見人が必要だといった場合に、保

護者というかご家族の方とかがおられなくて、町長が職権でといいますか、裁判で

申し立てて後見人が必要ですよというふうに家庭裁判所に申し立ててする費用を町

が負担するというふうなものでございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） それはね、結局町民からの依頼、申請があってからやるわけ、

それともこちらから、例えばそういう人たちをみなし、そういう後見人的な、一つ

の例を挙げると財産管理ができないとかうんぬんという等々のいろんなことがあり

ますね。だから、町民から申し立てたことにおいて相談に乗っているということで

すか、それで解釈していいですか。それは、町長が代理人で裁判所に申請の手続き

をするということでいいんですか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 親族の方に後見ができるご親族がおられれば町は立ち

会わなくていいわけですけれども、そういう方がおられない場合で。 

○９番（米村 洋君） 私が言ってるのは、町民の人たちからの申請によってやるの。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） その判断が難しい方ということで、町が代わって裁判

所に申請しますので、住民の方の申請というわけではございません。支援という

か、保護の立場で行うものでございます。 

○議長（永田義昭君） なるだけ委員会で聞けるところのあるところは、そういうとこ

ろでお願いします。 

○９番（米村 洋君） ものすごくあるんですけどね。じゃあ各担当課長に直接わから

ないときは聞きますから、町長それでいいですか。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） どうぞ、直接お尋ねいただいて、その上でまた委員会等でです

ね、ご質疑があれば、どうぞご質疑をしていただければと思っておりますが。 

○議長（永田義昭君） 第１３号について、他。 

清田議員。 
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○２番（清田一敏君） それぞれ今委員会に付託ということでございましたが、１点だ

けすみません。私は総務のほうに所属しておりますので、産業建設のほうは委員会

で質問できませんので、すみません、お願いします。９７ページ、商工費、３０

款、５項、竜北公園費、それから立神峡公園費というふうに予算が組まれておりま

すが、竜北公園と立神峡、それからあと１つ桜ヶ丘運動公園がありますが、桜ヶ丘

運動公園につきましても、当然維持管理費が発生すると思いますが、桜ヶ丘運動公

園については、どの項目で予算計上がなされているのか、すみません、そこのとこ

ろを一つお願いします。 

○議長（永田義昭君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（木本栄一君） 桜ヶ丘運動公園につきましては、生涯学習課のほうで

所管しておりまして、保健体育施設費の中で予算を計上させてもらっております。 

○議長（永田義昭君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（木本栄一君） １３１ページになります。 

○議長（永田義昭君） 清田議員。 

○２番（清田一敏君） なかなか桜ヶ丘総合運動公園にいくらかかっているのか、明細

がわかりませんので、できればですね、あと１つ費目を設けていただきまして、大

体桜ヶ丘運動公園分にいくらぐらい維持管理費がかかっているのか。そういった点

も明確に出していただければと思います。一応要望でございます。よろしくお願い

します。 

○議長（永田義昭君） 生涯学習課長、今のところ、後から資料として、いいですか。 

はい、生涯学習課長。 

○生涯学習課長（木本栄一君） 予算の費目を分けるかについては、財政担当のほうと

協議したいと思いますが、後で保健体育施設費の明細について、議員さんにお渡し

したいと思います。 

○議長（永田義昭君） １３号について、他ございませんか。 

江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 町長の所信表明を聞いて、色々新しい事業もやられて、２６年

度の事業予算について非常に前向きな予算だなというふうに中身を精査しながら思

ったんですけども。 

まず１つは、町長にご答弁願いたいんですが、先ほど情報公開度についての話が

ありましたけども、氷川町は２０番だということで、合計点としては５５点という

点数が今付けられています。一番高いところで高森町の９３点ありますが、どうい

うところで情報公開度が足らないんだろうな、ここら辺を先ほどは議会も教育委員

会ももっと情報公開度を高めるようにというような話されましたけども、どこら辺
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をどういうふうにして、今後やっぱり町民の方への情報公開度を上げていくのか。

そこら辺を、例えば出先機関も含めてですね、こういうところでもっと情報公開を

上げようかという思案等がありましたらお伺いしたいなと思いますけれども。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 新聞に出ております、その情報公開度ランキングにつきまして

は、オンブズマンの方々の調査でございまして、国とか県とかが基準を持ってやる

のとちょっと違います。ですから、視点がかなり何といいますか、厳しい部分の視

点からの点数が配点されているというふうに思っております。そういった中で、や

はり高いところと低いところの差があるわけですので、限りなく高くなるように努

力をしていかなければならないというふうに思っております。そういった中で、や

はりそれぞれの委員会でありますとか、議会でありますとか、そういったものの議

事録の開示でありますとか、そういった部分がたぶん点数の低いところだろうとい

うふうに思っております。あるいは、その請求の仕方がややこしいとか、簡単なら

ば評価がいいとかというような部分でございますので、すべてをですね、そのあた

りはできる範囲を、できる可能な限りで提供するような努力をしていくということ

でございまして、そういった項目ごとに再度精査をする必要があるのかなというふ

うに思っておりますが、いずれにしましても、情報公開には努めていきたいという

ところはですね、ぜひお汲み取りをいただきたいというふうに思います。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 議会のほうで努力しなければいけないのは、議長を筆頭に議会

としても努力していくべきだなと思います。また、私が総務課のほうで情報公開の

資料をとっても、すべて今のところ出していただいてるんで、もっとランクは上が

っていけれるんじゃないかなというふうに思っています。 

もう１つですね、これは２月２５日に市町村民所得の公表がありました。県内に

おいては、おおむね２％増だと。本氷川町については、町長の努力もありまして、

３.２％増になっている。今後、やっぱり氷川町の皆さんの所得向上のため、特に

農家の皆さんの所得向上に力を入れておられます。今後、商工業の皆さんへの所得

向上、一番所得向上にいれられるのは、サラリーマン、給与所得者、公務員、こう

いうところ、非正規、先ほど質問ありましたけど、そういうところの賃金を上げ

る。さっきは１,５００万の入札残がありましたというのが、そこの労働者の方の

給与が下げられなければいいけどなという心配もあります。そういう意味で、氷川

町の所得向上のために、農業も含めましてですね、今後総括的にどのような方策を

打っていこうかという案がありましたら、一言でもいいですが、これから検討する

でも構いませんけども、一言お願いしたいと思います。 
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○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 公表されております町民、県民所得ですね、というのはやっぱ

りその個人の所得の数値じゃない、ではございません。あくまでそれぞれの町の所

得という話でございますので、当然企業とか、法人のそういった大きな会社がたく

さんあるところはたぶん上位に入ってきてると思います。そういった意味では、や

はり企業誘致というのはですね、全体の地域に与える活性、いわゆる経済の活性化

のためには大変有効な部分だろうと思っておりますので、冒頭申し上げましたとお

り、そういった企業誘致についてもしっかりと頑張っていかなければならないとい

うふうに思っております。併せまして、それぞれの個人の所得の向上、これは目指

すところはそこでございます。農業にしましても商工業にしましても、それぞれの

世帯のですね、所得を上げていくことが後継者の育成にもつながってまいります

し、存続にもつながっていくわけでございますので、そのために農業の分野、商工

業の分野でそれぞれですね、行政として支援できる部分は新たな取り組みを始めた

いという形でですね、今行っております。やはりそのあたりをしっかりとまたです

ね、力を入れて、またそれ以上に必要な取り組みがあればですね、やはりそういっ

たところにも取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） ６１ページの一番下のいきいきサロン事業委託料についてお伺

いします。先ほどの所信表明の中で、現在、すみません、行政報告の中で現在２７

地区で２５年度２地区追加になりました。本年度予算３８４万円計上されています

けども、このいきいきサロンの２７地区以外のところで、２６年度おおむね何地区

程度が入っていただけるのかな。町長は目標として全地区と言われていますが、こ

の予算計上に当たって、あとどのくらいを２６年度想定されているのかをお伺いし

たいと思います。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 予算計上上は４０地区、全地区を計上させていただい

ております。出席というか、参加される方の人数というのは、まあおおむね２５人

程度ということで計算をさせていただいているところでございますが、議員おっし

ゃいましたとおり、現在２７地区で加入促進を図っているところでございます。  

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） なかなか思い切った予算で頑張っていただきたいと思います。 

次に、６７ページ、どこの項目になるかわかりませんが、今日の新聞に児童虐待

２万人を超えましたという報道がなされています。熊本県内においては４３人がそ
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の事例としてあがってきた。でも、隠れているものはもっと多いだろうという想定

がなされていますけれども、本町の児童福祉に関して、その児童虐待に関する予算

というのはどこにどうやって、どのくらい上がっているのか、ちょっと予算書見る

限りでは探すことができませんでしたが、何らかの対応を町としても考えておられ

るのか。そこのところを教えていただければと思います。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 虐待につきましては、あとですみません、詳しく報告

をしたいと思いますけれども、保健師活動の中で児童虐待といいますか、母子保健

推進員さんも１４、５名だったと思うんですけれども、全地区といいますか、町内

をカバーする形で活動、ボランティアなんですけど活動していただいて、そういう

ネグレクトであったり、虐待が思われるというような事例につきまして報告をいた

だいて、保健師がお宅に訪問したり民生委員さんと協力したりというふうな活動を

しているところでございます。具体的に虐待ということになりますと、法的措置と

いうわけじゃないんですけども、県の虐待防止という弁護士さんとか行政書士さん

とかおられるところと契約を結んで講演会を開いてみたりとか、ご相談を差し上げ

たりとかというようなことを行っております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） この県内４３件の中には氷川町の件数は入ってないと思います

が、そういうふうな児童虐待に至りそうな、そういう保健師さんのほうに報告が上

がったというようなことは、どうでしょう、２４年度でも５年度でもいいんです

が、そういう事例は上がってきたんでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 虐待というのでは上がってきておりませんで、ネグレ

クトという形で、要するに育児放棄と思われると、子どもに母乳を泣いているのに

与えないといいますか、そういった事例というのが見受けられるということで訪問

活動なりを行ったというのが１件、２４年度、５年度でですね、１件ずつ上がって

おります。もちろんその改善に向けて、ご近所なり民生委員さん、もちろん保健師

の訪問等で改善の方向に向かっていただいております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） もう持ち時間がないそうですので、３件立て続けに質問をさせ

てもらいます。わざわざ資料をいただきましたので質問をさせてもらうんですけど

も、８６ページ、町の農業振興協議会補助金については、前年度よりも１００万補
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助金が上乗せされてるということで、そこのところは繰越金が町に返還されました

という、たぶん査定で返還させられたんでしょうけども。４００万の２５年度予算

に対して、町の補助金に対して今度は５００万の２６年度、町の補助金、歳出のほ

うの補助金を上げる。結局、補助金は１００万円上げましたということですが、歳

出のほうの見直しについて検討されたのかされなかったのか、そこのところについ

て、一つお伺いします。 

もう一つが、９７ページ、竜北公園ウォーキングセンターの来場者数について、

平成２４年度７万８,９３４人、平成２５年度４万４,７２５人。これは１２月ま

で、２５年度は１２月までの分と書いてありますが、２４年度、急に３万人程度増

えてきている。これはたぶん梨マラソン等、いろいろなイベントをあそこでやり始

めたからだろうというふうに思います。よって、本年度のこの管理費ですね、竜北

公園の管理費を１３０万程度上げましたとあるんですけれども、１３０万、施設そ

のものは変わってないのに上げなければいけない理由を教えていただきたいと思い

ます。 

もう一つ最後に、建設下水道課のほうの件をお伺いします。全体的に１０１ペー

ジ程度と思いますが、今全国において入札不調が随分と取りざたされております。

これは、東北大震災、それからもうそろそろオリンピックも来てる、また阿蘇の災

害等があって入札不調が随分出てきてるんだと、県も随分困っているということで

すが、本町について、そういう事例が２５年度入札不調になった事例があるのかど

うか。この３点についてお伺いします。 

○議長（永田義昭君） 農業振興課長。 

○農業振興課長（稲田和也君） 今、江嵜議員さんのお尋ねの件で、農業振興協議会の

補助金ということで、昨年度は、農業振興協議会の補助金で４０１万４,０００円

ほど計上しておりました。今回、２６年度につきましては５０７万ということで１

００万弱の補助金が上がっておりますが、今回２５年度につきましては、残金のほ

うを精算して返却するということで、２６年度につきましては繰越金を歳入のほう

に計上しておりません。２５年度につきましては、９７万ほどの繰越金がありまし

たので、それを充当しております。事業費につきましては、去年が、２５年度が５

３０万ほどで２６年度５４２万１,０００円ほどお願いをいたしております。一

応、事業内容について見直し等をされてますかということでございますが、一応中

身をですね、２５年度と比べて精査しておりまして、まず会費、会議費あたりに集

落営農組織の講演会あたりを２６年度は行いたいということで、５万円ほど増額を

要求しております。それと、現地調査費につきましては、先進地研修ということ

で、町外、県外あたりの農業法人とか集落営農法人あたりをですね、研修したいと
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いうことで５万円ほど増額をさせていただいております。需用費あたりにつきまし

ては、若干ですが下げさせていただいておりまして、できる限りの最小限の事業費

で２６年度のほうも執行していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（前田昭雄君） 竜北公園ふるさと自然の道管理委託料について、平成

２６年度は６１９万３,０００円ということで計上してます。先ほどちょっと１３

０万円ほど値上がりしたというお話だったんですけども、平成２５年度は５９１万

１,０００円ということで２８万２,０００円の増になっています。その中身なんで

すけど、主に上がった分といたしましては、公園施設管理業務委託料ということ

で、そちらのほうで上がっています。中身に対しましては、シルバー人材の事務費

が１０％から、来年は１３％になるということと、それと公園の施設管理、草刈り

等の除草作業なんですけど、これについてはちょっと夏場の除草をちょっと充実さ

せてきれいにしたいということで、その辺が若干上がっております。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） 江嵜議員より、入札の不調につきまして、あったか

というご質問でございますが、この入札につきましては、企画財政課が担当課でご

ざいますが、私の知ってる限りではあっておりません。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 町長ね、ちょっと最後にね、一言ね、言いたいことたくさんあ

るんだけど、このね合併特例債、合併特例債ですよ。過去にね、１０億造成した経

緯がありますね。あとですね、今、どれくらい合併特例債を発行なさったのか。そ

れとですね、今残っているのがですね、どれくらいあるのかということとですね、

再度基金としてですね、積み立てができるのかできないのか。その辺のところちょ

っとお伺いしたいんですが。 

○議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 合併特例債につきましては、当初４８億積み立てて、

限度額はございます。そのうちに、約７億２,０００万ほどですね、これは平成２

４年度末なんですけど執行しておりまして、残高につきましては、残り４０億８,

０００万ほどございます。あと、基金につきましてはですね、宇城市あたりが基金

を積み立てたということなんですけど、うちは合併当初にですね、１０億２,００

０万ほどもう既に基金を積み立てておりまして、その分で基金の積み増しは法律上
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できないということになっております。 

以上でございます。 

○議長（永田義昭君） いいですか、はい。他にございませんか。 

長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） すみません、予算のほうではないんですが、企画課長のほう

から具体的な説明がございましたけど、その中でスマートインターの整備に関し

て、その跡地工業誘致を一応考えているんだというようなお話ございましたけど、

具体的に何かそういう企業なり、また対策等お考えであるのかどうか。その辺ちょ

っとお聞きしたいと思います。どなたに聞いていいかわかりませんが、よろしくお

願いします。 

○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（前田昭雄君） スマートインターの周辺に工業用地ということですけ

ど、現在隣接したところに元旦ビューティが平成７年に土地を取得されています。

その土地につきまして、今年の３月にスマートインターも開通しますので、そうい

うアクセス道路の整備もできますので、ぜひこちらにおいでくださいということで

以前から誘致活動を行っています。こちらのほうから元旦ビューティの本社、並び

に営業所なりに出かけてお話してますし、また向こうのほうからおいでくださった

際もこちら、いろんな企業誘致のお話をし、できれば早めに来ていただきたいとい

うことで一生懸命やっているところです。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 長尾議員。 

○３番（長尾憲二郎君） 是非、推し進めていただきたいと思います。我が町は基幹産

業というのは第１次産業が基盤でございますので、魅力があるのはやっぱり法人

税、企業の法人税というのは税収に対しては非常に魅力のある分野でございます。

そういう意味では、大型の大企業でなくてもですね、小企業、あるいはそういう第

１次産業を利用していただく企業をですね、第一優先に誘致していただければ、そ

の後の一体化になってつながるんじゃなかろうかというふうに推測しますので、是

非、進めていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 先ほどの町長の施政方針で、空き家対策における解体費補助と

いうのが話が出まして、その補助金は項目的にちょっとなかったんですが、住宅リ

フォーム促進のほうでやりますというお話が今あったので、結局解体費補助につい

ても、補助率というのは１割ですか。 
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○議長（永田義昭君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（前田昭雄君） 現在、住宅リフォームの中で解体も含めるということ

でやってますけど、１０万円以上の解体に対して２０％の補助率、限度額が１００

万、２０％ですね、１００万円以上になれば全部、２０万円となります。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） いいですね。他、１３号についてございませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１４号について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１５号について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１６号について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１７号について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１８号について、質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第１９号について、質疑はありませんか。米村議員。 

○９番（米村 洋君） 西尾課長、最後にお互いにやりとり、これでもうあなたも退職

するから、ご苦労様でした。そして、振興局のですね、建設についてはものすごく

尽力されたということでして、本当に感謝を申し上げます。それとですね、この国

土利用計画についてですね、１,２００名の人たちの調査をしたと。これは作為的

ですか、無作為にやったんですか。それとも職業的にどの辺のところという、そう

いう選択でやったんですか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） ６ページのところのアンケートの調査の件なんですけ

ども、これは住基のほうからに、無作為で住基がリストアップするというふうな形

になります。それでよろしいでしょうか。 
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○議長（永田義昭君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 町長ね、その宅地開発事業、このね、国土利用の計画の中にも

ですね、本当に住宅地の推進的なことのね、要望が入っておるんですけど。農業立

町ということの中にですね、その農振という、この非常にですね、かぶったところ

が多すぎる。今現在ですね、その農振の除外、除外についてはですね、町が決定権

は持っていると思うんですが、結局その農振の同意ですね、解除の同意は県が持っ

ていると思うんですよね。そして、その農地転用の場合もですよ、県がですね、許

認可権を、転用の許認可は持っていると思うんですね。今後においてですよ、今農

地法という非常にですね、厳しい、この何年か前からですね、非常に厳しいまた網

をかけたことが出てきてると思うんですね。この辺のところをですね、結局その国

策化、町は町の独自のですね、その住宅政策のですね、あり方、農振の除外のあり

方、だから市街化区域、調整区域のですね、結局その線引きをですね、どうやって

いくかという戦略をですね、町長、その戦略的なことはどう思われますか、その辺

のところ。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 大変奥の深い質問でございまして、一言ではたぶん語り尽せな

いんだろうなと思っておりますが、要は守るべきところは守る、開発すべきところ

は開発をしていく、その中でそれぞれのやっぱり法律がありまして、そういったも

のを遵守しながら手順を進めていかなければなりません。そのことを、じゃあ町で

独自にびゃんびゃんやっていいよというようなことがですね、できればある程度裁

量権があるんですけれども、議員おっしゃいましたとおり、すべてにおきまして県

の認可、許可が必要な部分でございまして、あとはそこを開発するべきところを町

が計画をつくって、こういった形で、こういった目的でここを農地から外したいん

ですというのを明確なですね、目標があればたぶんその除外というものはですね、

進められていくのかなと思っておりますので、やはりそのあたりをしっかりプラン

を練って、必要なところは除外をさせていただく、農地転用をさせていただくとい

う手続きを、これからも進めてまいりたいと思っております。 

○議長（永田義昭君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） これもまたですね、ただいまの米村議員の質問とちょっと関連

してくるんですが、先ほど無作為にですね、１,２００送られて４２４の回収だっ

たと。つまり３分の１ですね、４２４ということは４,５００世帯ほどありますか

ら１０分の１の回収率。さらにはですね、今見ましたところが、最後のほうのです

ね、アンケートの調査結果というところで回答者のですね、年齢を見てみますと、

５０代、６０代、７０代、こちらがシェア的には高いようで、どうですかね、６０
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％ぐらいはその世代であり、２０代、３０代というのは少ないわけですね。これか

ら、この氷川町を背負っていく世代の方々の回答が、４０代、５０代でも結構なん

ですが、この中にきちんと反映されたのかどうかと。ところもですね、あとでしっ

かり読み込んでですね、みたいと思います。中身は非常に興味があります。この中

でですね、冒頭、町長がお話になったですね、定住化に対するヒントとかですね、

これからのまちづくりに対するヒントがたくさんこの中に網羅されているとは思う

んですが、ただ、この回答状況を見ますとですね、これは私たち以上のですね、年

齢の世代の回答率が非常に高いので、今後ですね、もしアンケートをとられたり、

またまちづくりをされるときの参考にですね、パブリックコメントあたりとられる

ときには、もっと若い方を何とか集めてですね、意見を聞かれる機会をおつくりい

ただけないだろうかというふうに思っております。今のこの年代の偏りというの

は、これで、私の解釈でよろしいですね。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） 先ほど話しましたように、無作為での抽出によりアン

ケート調査をお願いしたわけなんですけれども、回収といたしましては、１０代の

回答はありませんでした。２０代が１割です。一番多いのは６０歳代ということで

３２％の回答がございました。無作為抽出の中で、そういった年代別に応じたよう

な抽出の仕方があるのかどうか、若い人たちに偏った形での抽出のやり方があるの

かどうかというのは、ちょっとシステム上のことですので、少し検討させていただ

きたいと思います。 

○議長（永田義昭君） いいですね、他。江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） 今回、国土利用計画を読ませていただきまして、９ページに本

町の土地利用の課題という形で最終的にまとめられておられます。なかなか的を射

ているなあというふうに、４項目にわたってまとめられているわけですが、インタ

ーチェンジを起爆剤としましょうよと。そのインターチェンジを土地利用の観点か

ら考えていってくださいね。 

２点目が、宅地供給不足が生じていると。これは、町長はいつも民活でという表

現をされますけども、農地保全の必要性も無視できないが、宅地化が可能な場所を

本計画に。これは、来年度土地利用計画をつくられると思いますので、それに反映

していくのかな。特に、３号線の東側という表現で６０％が出てきてますけども、

そういう意味でこのような可能な場所を、土地利用計画の中にも入っていくのかな

というふうに考えております。 

それと、農地集約、これは町長が力を入れて今やっておられますので、来るべき

集約化時代に備えた土地利用を考えてくださいよ。 



 

－ 67 －

４番目に、世代を超えてということですが、この私たち氷川町の土地利用のルー

ルが必要ですよ。これは、土地利用の次に再来年でしたか、まちづくり条例の案を

考えたいということで、去年甲斐課長のほうから答弁をいただいたところです。そ

れを受けてできた１３ページの基本方向という書き方になってますが、町土の利用

の基本方向、これは国土利用計画ですので、これぐらいのざっくばらんさがあって

いいのかなとは思いながらも、私はですね、この３号線沿いだけに焦点があてられ

ているような気がしてなりません。県道沿いですね、県道沿いのほうが今発展して

いるんです。だから、これから先の平坦地域の住宅地ゾーン、または商業地ゾーン

も含めて、私は県道沿いもエリアとして次のですよ、国土利用計画はいいにしても

土地利用計画に入ったときに拠点化するような形で、コスモスも含めてですね、こ

の県道沿いの活性化、土地利用活性化も国土利用から土地利用に引き継いでいって

ほしいなというふうに思いますが、この東西断面でいくと、３号線だけがクローズ

アップされてますけど、土地利用はもう少し細分化する方向で引き継いでいただき

たいと思いますが、そこのところはどうでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） 先ほど説明の中で、２回の審議会を経てということで

ご説明いたしましたが、ここの１７ページのところをご覧いただきたいと思いま

す。今、江嵜議員から質問がございました、この宅地の中の住宅地のところなんで

すが、事務方の中では特にアンケートに反映される内容としては、このＪＲ有佐駅

周辺、国道３号、それと沿道ということで記載をしていたんですけれども、委員さ

んの中から役場周辺、これ役場の通りの南側じゃなくして北側のほうなんですが、

そちらの役場周辺及び県道八代鏡宇土線沿道ということで、今江嵜議員が言われた

ように、そちらのほうの発展、活性化ということも見込まれるということで挿入し

てくださいという要望がございましたので、ここの計画の中に入れ込んだという経

緯がございます。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員。 

○５番（江嵜 悟君） この国土利用計画の一番最後、町民の皆さんの自由回答でいろ

いろな意見が出てきて、私このアンケートを読ませてもらって素晴らしいな、町民

の皆さんがこれだけ氷川町のことを考えていただいているのかなというふうに思い

ました。そして、回答そのものはすごく私は的を射ているものだなと思います。あ

る女性の方が言っておられました。「子育てやってきました、そして次に子育てを

した後、親の介護に入りました。町のことを考えずに申し訳ありません」。そうい

うふうな町民の皆さん、本当にこのアンケートによって町をもう一度見直す、その
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ようなことがやられたんだな。そういう中で、この一人一人の意見の皆さんの中

で、一番最後に７０代の男性の方がこう書いておられます。「氷川町をより住みよ

い活気ある町にしていく上で特に大切なことは、住民の意識を変革していくことで

す」と書いてあります。私は、ずっと読んで一番最後にこのアンケートを載せてい

ただいてる、本当にこの国土利用計画を表に出して、町土利用計画ですけどね、こ

の氷川町を、土地利用をどうするんだろうというのを住民の方に、町民の皆さんに

知らせることによって意識改革をしていけば、私はもっともっとこの氷川町の活性

化に、その前の意見を全部見た後これが出てきて、そういう活性化につながってい

くんじゃないか。そのためには、国土利用計画をきっかけに、その土地利用計画、

まちづくり条例と、住民の皆さんの意識を呼び戻していくというか、そういう方向

で今後土地利用を進めていただきたいと思いますが、最後に町長のご意見を一言お

伺いしたいと思います。 

○議長（永田義昭君） 町長。 

○町長（藤本一臣君） 質疑なのか質問なのかちょっとわかりませんけども、せっかく

のお尋ねでございますので、少し所見を述べさせていただきたいと思います。議員

おっしゃいましたとおり、この町をつくっていくのは町民のお一人お一人の力なん

ですよ、はい。町長が、議員がというレベルの話ではございません。私どもそれを

しっかりと、そのことを実行していく実行部隊でありますので、やはり一人一人町

民の皆さん方のご意見、そしてその意識を変えていただいて、みんなで一丸となっ

ていい私たちの町をつくるんだというようなですね、取り組みを進めていくべきだ

ろうというふうに思っております。そういった啓発をですね、何らかの形でしっか

りとしていくことはですね、大切なことだろうと思っておりますし、常にそういっ

た気持ちでですね、これまでも町政に携わってきたつもりでございますけども、こ

れから先も更にですね、そういった気持ちを持って進めてまいりたいというふうに

思います。 

○議長（永田義昭君） 他に、議案第１９号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第２０号について質疑はありませんか。 

［「質疑なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 質疑なしと認めます。これで、質疑を終わります。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号から議案第２０号まで

のうち、議案第７号は先議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は、先議することに決定しました。 

これから、議案第７号の討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

これから、議案第７号を採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（永田義昭君） 起立全員です。したがって、議案第７号は、原案のとおり可決

されました。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第１号から議案第６号まで及

び議案第８号から議案第２１号までは、お手元に配りました議案付託表のとおりそ

れぞれの常任委員会に付託したいと思いますがご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第６号まで及び議案第８号から議案第２１号ま

では、議案付託表のとおりそれぞれの常任委員会に付託することに決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時２０分 
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